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ロン ドン地下鉄の経営組織の変遷 と

投資問題の展開

ロ ン ドン旅 客 運輸 公社(LPTB)か ら

ロ ン ドン運輸 公社(LTB)ま で 一

LondonUnderground:theChangesofManagementSystem

andtheDevelopmentofInvestmentProblems

中 村 実 男
MitsuoNakamura

は じ め に

ロ ン ドン地 下 鉄(LondonUnderground)は1863年 に 開 業 し た世 界 最 初 の 地 下 鉄 で あ り,

2006年2月 現 在 の 路 線 数 は12,総 営 業 キ ロ は408kmで,ニ ュー ヨ ー ク地 下 鉄 と並 ぶ 世 界 最 大

の ネ ッ トワー ク を形 成 して い る(表1参 照)。 当 初 は民 営 で あ った が,1933年,地 下 鉄 を含 む ロ

ン ドンの 交 通 事 業 が 一 元 化 され,ロ ン ドン旅 客 運 輸 公 社(LPTB)が 発 足 して 以 来,一 貫 して公

共 部 門 に属 し,近 年 で は ロ ン ドン ・バ ス と共 に,「 交 通 産 業 に お け る公 共 部 門の 最 後 の フ ロ ンテ ィ

ア」ω と見 な され て き た。

ロ ン ドン地 下鉄 は か つ て,経 営 の 効 率 性 とサ ー ビス の質 の 高 さで,世 界 中の 都 市 交 通 の模 範 と

さ れ,「 チ ュー ブ」(Tube)の 愛 称 の 下,ロ ン ドン市 民 の誇 りと な って き た。 とこ ろが,第 二 次

大 戦 後,長 年 に わ た って イ ンフ ラお よ び車 両 の 保 守 ・取 替(maintenanceandreplacement)

が な お ざ りに さ れ た 結 果,現 在 で は,施 設 ・設 備 の劣 化 に よ る故 障 の 頻 発 に よ って 列 車 の運 休 や

遅 延 が 日常 化 し,市 民 生 活 と経 済 活 動 に多 大 な影 響 を与 え て い る。

一 方
,輸 送 量 は1980年 代 に入 っ て増 勢 に転 じ,コ ス ト削 減 と相 ま って,1990年 以 降,収 支 が

改 善 し,着 実 に営 業 利 益 が 増 大 して い る。 しか しそ れ は,耐 用 年 数 に達 した設 備 の 取 替,す なわ

ち既 存 ネ ッ トワー ク の現 状 維 持 に必 要 な投 資(年 間3億5,000万fン ド)を まか な う に も足 りず,

ま して や,長 年 の 投 資 不 足 に よ る推 定12億 ポ ン ドの 保 守 ・取 替 の 積 み 残 し分(backlog)を 解

消 して,ネ ッ トワー ク を 「信 頼 で き る良 好 な水 準 」(areliable,workingstandard)に 引 き上

(1)Glaisteretal.(1998),p.44.な お,ロ ン ドンの交通経 営組織の正式名称 は,1933年 以来た びたび変

更 されて きたが,通 称 としては,一 時期を除 いて,「 ロン ドン ・トラ ンスポー ト」が使われて きた。
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表1ロ ン ドン地下鉄 の概要

路線名(開 業順) 区 間 営業キロ 駅数 開業年 備 考

オ ー ル ドゲ ー ト～ ア マー シ ャム

① メ トロ ポ リタ ン線
(チ ェ シ ャ ム,ワ トフ ォ ー ドお

よ び ア クス ブ リッ ジへ の 支 線 あ
66.7 34 1863

り)

元はメ トロポ リタン線の

② ハ マ ー ス ミス ・ア

ン ド ・シ テ ィ線
ハ マ ー ス ミス ～ パ ー キ ン グ 26.5 28 1864

一部 。 ホ ワイ トチ ャペ ル

～ パ ー キ ン グは 早 朝 ,深

夜,日 曜は運休

ア ップ ミンスター ～ イー リング 。

ブ ロー ドウ ェイ,リ ッチ モ ン ド

③ デ ィス ト リク ト線 ま た は ウ ィ ン ブル ドン(エ ッジ 64 60 1868

ウ ェア ・ロー ドお よ びオ リ ンピ

アへの支 線あ り)

ショァディ ッチ発着は月

④ イ ー ス ト ・ロ ン ド

ン線

ホ ワイ トチ ャペル(シ ョァ デ ィッ

チ)～ ニ ュー ・ク ロ ス(ま たは

ニ ュ ー ・ク ロ ス ・ゲ ー ト)

8 9 1869

曜～金 曜お よび 日曜の一

定時間のみ。ショアディッ

チ駅 は2006年6月 に廃

止予定

ほ とん どの区間を メ トロ

⑤ サー クル線 22.5 27 1884
ポ リ タ ン 線,ハ マ ー ス ミ

ス ・ア ン ド ・ シ テ ィ 線,.

デ ィス トリク ト線 と共用

モ ー デ ン ～ エ ッ ジ ウ ェ ア,ミ ル ・ バ ンク経 由とチ ャ リング ・

⑥ ノーザ ン線 ヒル ・イ ー ス トまた はハ イ ・バー 58 51 1890 クロス経由があ る。後者

ネ ッ ト は1907年 に 開 業

⑦ ウ ォー タ ール ー ・

ア ン ド ・シ テ ィ線
ウ ォー タ ー ル ー ～ バ ンク 2.37 2 1898

1994年 にイギ リス国鉄か

ら移管。 日曜は運休

イ ー リ ン グ ・ブ ロ ー ドウ ェイ

⑧ セ ン トラル線
(ま た は ウ ェ ス ト ・ラ イ ス リッ

プ)～ ハ イ ノー ト(ま た は エ ッ
74 51 1900

ビ ン グ)

エ レ フ ァ ン ト ・ ア ン ド ・カ ー ス 1979年 に支線(ベ ーカ ー ・

⑨ ベ ー カ ー ル ー 線 ル ～ ハ ロ ウ 。 ア ン ド 。ウ イ ー ル 23.2 25 1906 ス トリー ト～ スタ ンモ ア)

ドス トー ン を ジ ュ ビ リー 線 に移 管

⑩ ピカデ イ リー線

コックフ ォスターズ～ ヒース ロー ・

タ ー ミナ ル1.2,3(ま た は ア

クス ブ リッ ジ)

71 52 1906
1977年 に ヒ ー ス ロ ー 空

港 まで の 延 長 線 開 業 ・

⑪ ヴィク トリア線
ウ ォル サ ム ス トウ ・セ ン トラル

～ ブ リク ス トン
21 16 1968

1971年 にテ ムズ 南岸 の

ブ リクス トンまでの延長

線開業

⑫ ジ ュ ビ リ一線
ス タ ン モ ア～ ス トラ ッ トフ ォー

ド
36.2 27 1979

1999年 に 延 長 線 開 業

(グ リー ン ・パ ー ク～ ス

トラ ッ トフ ォー ド)

出 典:Baymanお よ びTransportforLondon(TfL)の ホ ー ム ペ ー ジを 基 に筆 者 作 成 。

注)路 線 の重 複 が あ るた め,合 計 は408km・ に な ら な い。
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げ るの に必 要 な投 資 を ま か な う に は程 遠 い現 状 で あ る②。 必 要 な投 資 額 が最 も大 き いの は車 両 で

あ り,次 い で駅,信 号 施 設,土 木 構 造 物(ト ンネ ル や 橋 梁),軌 道 の 順 で あ る。 ま た,特 に多 額

の 投 資 が 必 要 な路 線 は,メ トロポ リタ ン線,デ ィス ト リク ト線 サ ー クル 線,ノ ー ザ ン線,ピ カ

デ イ リー線,ヴ ィク トリア線 の6路 線 で あ る(3)。

1997年,18年 ぶ り に政 権 に復 帰 した 労 働 党 政 府 は,公 共 プ ロ ジ ェ ク トの事 業手 法 と して,保

守 党 政 権 時 代 のPFI(PrivateFinanceInitiative)に 代 わ り,新 た にPPP(PublicPrivate

Partnership)を 導 入 した が,地 下 鉄 ネ ッ トワー ク の保 守 ・取 替 の 積 み残 し分 の 解 消 な ら び に改

良(upgrade)を 行 うた め の 財 源 確 保 を 目 指 し,ロ ン ドン地 下 鉄 へ のPPP導 入 を 決 定 した。

1998年 に は,PPPの 組 織 構 造(PPPStructure)に 関 す る4つ の案 の 中 か ら,「 運行 は公 共 部 門,

イ ン フ ラ管 理 は 民 間 部 門 」 とい う上 下 分 離 方 式 が 採 用 さ れ,競 争 入 札 を経 て,2002年 か ら2003

年 にか け て,2つ の イ ンフ ラ 管 理 会 社(InfrastructureCompany;Infraco)と の 間 で契 約 調 印

に 至 って い るω。

本 研 究 は 第 二 次 大 戦 後 を 中心 に,白 ン ドン地 下 鉄 の経 営 組 織 の 変 遷 を た ど りな が ら,投 資 問題

の 展 開過 程 を 分 析 し,PPP導 入 の諸 要 因 を 明 らか にす る もの で あ る。 取 り上 げ る ト、ピ ック は,

① 経 営 組織 ② 経 営 概 況,③ 投 資 の 概 要,特 徴 お よ び 問 題 点 で あ る。 な お 本 論 文 で は,1969年

の ロ ン ドン運 輸 公 社(LondonTransportBoard;LTB)の 終 焉 ま で の期 間 を 取 り上 げ る こ とに

す る。 ロ ン ドン地 下 鉄 のPPPは,PPPプ ロ ジ ェク ト中最 大 の 事 例(5)と して 各 方 面 か ら注 目を集

あ て お り,そ の 意 味 で本 研 究 は;ロ ン ドンの 交 通 問 題 の 研 究 と して だ け で は な く,PPP研 究 と

い う側 面 か ら も一 定 の意 義 を 有 す る もの と考 え られ る。

1ロ ン ドン地下鉄の発達 とロン ドン旅客運輸公社(L、PTB)の 成立

1.地 下 鉄 ネ ッ トワ ー ク の発 達

1933年 の ロ ン ドン旅 客 運 輸 公 社(LondonPassengerTransportBoard;LPTB)の 発 足 以 来,

ロ ン ドンの 地 下 鉄 は バ ス と共 に,公 的機 関 に よ って 一 元 的 に運 営 され て き た が,元 々 は個 別 の民

間 企 業 と し て 発 足 して い る。LPTB創 設 の 主 導 者 で あ る ハ ー バ ー ト ・モ リ ソ ン(Herbert

Morrison)の 言 葉 を 借 りれ ば,「 地 表 鉄 道 の場 合 と 同様,地 下 鉄 の 歴 史 もま た小 規 模 な独 立 した

企 業 と して始 ま り,つ い に は 統 一 と統 合 へ と進 ん で い っ た歴 史 で あ る」⑥。

19世 紀 半 ば の ロ ン ドン都 心 部(セ ン トラ ル ・ロ ン ドン)の 道 路 は,激 増 す る乗 合 馬 車 に加 え,

周 縁 部 の貨 物 操:車場 か ら都 心 の 市 場 や 倉 庫 に貨 物 を運 ぶ 荷 馬 車 で溢 れ,激 し い混 雑 状 態 を 呈 して

い た。 特 に 混雑 が 激 しか った の は,最 重 要 の タ ー ミナ ル で あ る ロ ン ドン ・ブ リ ッジ駅(テ ムズ 南

(2)Glaisteretal.(1997),p.5.

(3)HouseofCommons,Environment,TransportandRegionalAffairsCommittee,paras7-9.

(4)NationalAuditOffice,pF.1-13.こ こ で 言 う イ ン フ ラ に は 車 両 を 含 む 。

(5)OfficeforNationalStatistics,p.370.

(6)Morrison(1933).P.12.
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岸)か ら都 心 の チ ャ リング ・ク ロ スへ 向 か うル ー トで あ り,馬 車 よ り も徒 歩 の方 が早 い ほ どで あ っ

た(7)。混 雑 問題 を 解 決 す る た め,道 路 の 建 設 と拡 幅 が進 め られ たが ,よ り効 果 的 な 手 段 と して,

都 心 に近 接 した地 区 へ の 鉄 道 の 乗 入 れ が 促 進 され,1860年 代 以 降,ヴ ィク ト リア駅,チ ャ リ ン

グ ・ク ロ ス駅,リ ヴ ァプ ー ル ・ス トリー ト駅 な ど が建 設 され た。 そ の 一 方,根 本 的 な解 決 策 と し

て,地 上 の 道 路 混 雑 に影 響 され る こ とな く,都 ら・に直 接 乗 り入 れ られ る地 下 鉄 の 建 設 が 計 画 され

た。

1863年,世 界 最 初 の地 下 鉄 と して,蒸 気 機 関 を 動 力 と す る メ トロ ポ リタ ン鉄 道(現 在 の メ ト

ロ ポ リタ ン線)が 開業 し,1868年 に は2番 目の地 下 鉄 と して メ トロポ リタ ン ・デ ィ ス トリ ク ト

鉄 道(現 在 の デ ィス トリ ク ト線)が 開業 した。 両 鉄 道 の路 線 は徐 々 に伸 び,紆 余 曲折 を経 て1884

年,つ い に環 状 線(現 在 の サ ー クル 線)を 形 成 す る に至 る。1890年 に は,チ ュ ー ブ 方 式(地 下

深 く トンネ ル を掘 る方 式)で かつ 電 気 動力 の シテ ィ ・ア ン ド ・サ ウス ・ロ ン ドン鉄道(現 在 の ノー

ザ ン線 の 一 部)が テ ム ズ川 の 南 北 を つ な い で 開業 し,以 後,新 設 の地 下 鉄 は全 て チ ュ ー ブ方 式 と

電 気 動 力 を 採 用 す る こ と に な る。1900年 に は,オ ック ス フ ォ ー ド通 りの 地 下 を 通 っ て,繁 華 街

の ウ エス トエ ン ドと ビ ジネ ス街 の シ テ ィを結 ぶ セ ン トラル ・ロ ン ドン鉄 道(現 在 の セ ン トラル線)

が 開業 し,経 営 的 に大 成 功 を収 め た(%

1901年,ア メ リカ人 の 金 融 業者 ヤ ー ク ス(CharlesTysonYerkes)が イ ギ リス に現 れ,同 年,

経 営 難 の メ トロ ポ リタ ン ・デ ィス ト リク ト鉄 道 を買 収 す る と共 に,資 金 難 か ら建 設 が 遅 れ て い た

計 画 路 線,チ ャ リ ング ・ク ロ ス ・ユ ー ス トン ・ア ン ド・ハ ムス テ ッ ド鉄 道(現 在 の ノ ー ザ ン線 の

一 部)と グ レー ト ・ノ ー ザ ン ・ピカ デ イ リー ・ア ン ド・ブ ロ ン プ トン鉄 道(現 在 の ピカ デ イ リー

線)を 買収 した。 翌1902年 に は,同 じ く計 画 路線 の ベ ー カ ー ・ス トリー ト ・ア ン ド・ウ ォー タ ー

ル ー鉄 道(現 在 の ベ ー カ ー ル ー 線)を 買 収 し,前 年 買 収 した3社 と併 せ て ,新 設 の持 株 会 社 で あ

る ロ ン ドン地 下 電 気 鉄 道 会 社(UndergroundElectricRailwaysofLondon;UERL)の 傘 下 に

置 い た 。 ヤ ー クス は1905年 に 死 去 す る が,3つ の地 下 鉄 新 線 は1906年 か ら7年 に か けて 開 業 に

こ ぎ着 け る(9)。従 来 の地 下 鉄 が 都 心 部 また は都 心 周 縁 部 に設 け られ た の に対 し,こ の3路 線 は郊

外 に伸 び る路 線 と して,ロ ン ドンの 郊 外 化 を 促 進 す る こ と に な った(地 下 鉄 ネ ッ トワー クの 形 成

過 程 に つ い て は 表2を 参 照)。

こ の よ うに地 下 鉄 ネ ッ トワ ー ク の拡 大 が 進 む 一方,経 営 の 効 率 化 を 目指 して,経 営 統 合 の動 き

が 進 ん で い た 。 そ の 中 心 とな っ た の が,ヤ ー ク ス の 後 継 者,ア ルバ ー ト ・ス タ ン レー(Albert

Stanley)率 い る 「地 下 鉄 グ ル ー プ」(UndergroundGroup)で あ る。1910年 に は,グ ル ー プ

の 中核 会 社UERL傘 下 の 地 下 鉄 会 社 の う ち,メ トロ ポ リタ ン ・デ ィス トリク ト鉄 道 を 除 く3社

を 合 併 して ロ ン ドン電 気 鉄 道 会 社(LondonElectricRailways;LER)を 設 立 し,1913年 に は,

セ ン トラル ・ロ ン ドン鉄 道 と シテ ィ ・ア ン ド ・サ ウ ス ・ロ ン ドン鉄 道 を傘 下 に収 め,メ トロポ リ

(7)BarkerandRobbins(1963),pp.64-68,139-140.

(8)BarkerandRobbins(1974),pp.38-47.

(9)Ibid.,pp.61-84,106-11i.
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タ ン鉄 道 を除 く全 て の地 下 鉄 を 統 合 す る こ と に な る('o)。これ よ り先,1912年 に は,前 年,ロ ン

ドン の主 要 バ ス 会 社 の ほ と ん ど を統 合 した ば か り の ロ ン ドン ・ジ ェ ネ ラ ル ・オ ム ニ バ ス 会 社

(LondonGeneralOmnibusCompany;LGOC)を 傘 下 に入 れ て い る。

と こ ろ で,巨 額 の初 期投 資 を 要 す る地 下 鉄 経 営 は,単 独 の事 業 と して 収 益 性 を確 保 す る のが 困

難 で あ り,地 下 鉄 グル ー プ は議 会 に働 き か け,第 一 次 大 戦 中 の191年 に 「共 同 基金 」(Common

Fund),す な わ ち グル ー プ 内 で の 「収 入 プ ール 制 」(revenuepoolingagreement)を 実 現 させ

た(h)。 こ の結 果,収 益 性 の 高 いバ ス部 門(LGOC)か らの 内部 補 助 が可 能 とな り,建 設 資 金 の 自

己 調 達 に資 す る と共 に,財 務 の 改善 によ る安 定 配 当の 維 持 に よ って 資金 の 外 部 調 達 が 容 易 にな っ

た 。 しか し大 戦 後,500に 上 る 「独 立 バ ス事 業 者 」(independentbusoperator)(12)が 登 場 し,

LGOCと の 間 で 「浪 費 的競 争 」を 展 開 す る よ うに な る と,こ の メ カニ ズ ムの 維 持 は 困難 とな った。

そ の た め,地 下 鉄 グ ル ー プの 総 帥 で あ るア シ ュ フ ィ」 ル ド卿(か つ て の アル バ ー ト・ス タ ン レー)

とそ の 片 腕 フ ラ ン ク ・ピ ッ ク(FrankPick)は,独 立 バ ス事 業 者 を 規 制 す る た め の 「1924年 ロ

ン ドン交 通 法 」(LondonTrafficActof1924)の 制 定 に動 き,こ れ に成 功 す る と,さ ら に グル ー

プ の 枠 を越 え た 「共 同 管 理 機 構 」(CommonManagement)と 「共 同基 金 」 の立 法 化 に 向 け て

歩 を進 め た 。 一 方,ロ ン ドン労 働 党 の指 導 者 で,私 的 独 占 に道 を開 くと して この提 案 に反 対 して

い た ハ ーバ ー ト ・モ リ ソ ン は,1929年,第 二 次 労 働 党 内 閣(マ ク ドナ ル ド首 相)の 運 輸 大 臣 に

就 任 す る と,こ の 法 案 を 否 決 に追 い込 ん だ㈹ 。

2.ロ ン ドン旅客運輸公社の成立

運 輸 大 臣 と して 「代 案 を作 成 す る責 任 」(14)を負 った モ リソ ン は,適 切 な交 通 サ ー ビスの 供 給 と

道 路 混 雑 の解 消 とい う2つ の 課 題 に 対 す る永 続 的 な解 決 策 は,不 経 済 で 不 必 要 な競 争 を除 去 す る

以 外 にな い とい う基 本認 識 に立 って,ロ ン ドンの 交 通事 業 の 一 元 化 を 進 め た。 経 営 形 態 と して.は,

公 共 性 と企 業 的経 営 の 両 立 を 目的 と した パ ブ リ ック ・コー ポ レー シ ョン形 態 に よ る公 有 化 が採 用

され た(15>。1931年3月 に は 「ロ ン ドン旅 客 運 輸 法 案 」 が発 表 さ れ た が,そ の 骨 子 は,① ロ ン ド

(lo)Ibid.,pp.142-154,164-191.「 地 下 鉄 グル ー プ 」 の こ う した合 併 政 策 に つ い て,ハ ー バ ー ト 。モ リ ソ

ン は 自伝 の 中 で次 の よ うに 書 い て い る。 「ア シ ュ フ ィ ー ル ドは,ラ イ バ ル 企 業 同 士 の 過 当 競 争(cut-

throatcompetition)は,一 般 旅 客 と交 通 企 業 の 双 方 一 そ して 労 働 者 に と って 有害 で あ る と考 え て い

た 。 そ の よ う な競 争 に よ って企 業 の 財務 成 績 は 不 十 分 な も の と な り,事 業 を改 善 す るた め の 資 本 を企 業

が 調 達 す るの が 困 難 に な る とい うの で あ る」(Morrison(1960),p.138)。

(ll)Ibid.,pp.210-211;Barker,p.78.基 金 の分 配 比 率 は 地 下 鉄4社 が68%,LGOCが32%。

(12)第 一 次 大戦 後,独 立 事 業 者 が初 め て 登 場 した の は1922年8月(パ ー ト リッ ジ経 営 の 「チ ョコ レー ト ・

エ ク ス プ レス」)だ が1そ の17ヵ 月 後 に は,独 立 事 業 者 の バ ス 総 数 は500台 に達 した(Hibbs ,p.88)。

(13)BarkerandRobbins(1974),pp.211-214;Barker,p.80.

(14)Morrison(1933),p.53.

(15)Ibid.,pp.108-110;Barker,pp.80-81.な お,パ ブ リ ッ ク ・コー ポ レー シ ョ ンは,従 来 の官 庁 企 業 と市

営 企業 に代 わ る新 しい 公企 業 形 態 と して1910年 前 後 か ら登 場 して き た もの で,1926年 に は保 守 党政 権

に よ って,英 国 放 送 協 会(BritishBroadcastingCorporation;BBC)と 中央 電 力 公 社(CentralElec

tricityBoard;CEB)が 設 立 され て い る。 しか し,モ リソ ンが 提 唱 した の は,こ れ ら と異 な り,ま た戦

後 の 国 有 企 業 と も異 な り,最 大 の 目標 を 企 業 的 経 営(businessmanagement)に よ る効 率 性 の実 現 に

置 き,経 営 の 自主 性 を き わ め て 重 視 す る 経 営 形 態 で あ った 。 そ こで は,公 共 的 責 任(publicaccount-

ability),す なわ ち公 共 的 支 配 お よ び責 任 の 側 面 は あ ま り考 慮 され てい な か った(佐 々木,208-210頁,

283-28E頁;遠 山,51-54頁)。
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表2ロ ン ドン地下 鉄関連年表

年 地下鉄 ・幹線鉄道等 交通政策 ・都市政策等

1829 最初の乗合馬車開業

1836
ロ ン ドン ・ア ン ド ・グ リニ ッジ鉄 道,ロ ン ドン

に乗 り入 れ(ロ ン ドン最 初 の 鉄 道)

1846 首都 のター ミナルに関す る王立委員会報告

1855
ロ ン ド ン ・ ジ ェ ネ ラ ル ・オ ム ニ バ ス 会 社

(LGOC),パ リで設 立

首都公共事業委員会(MBW)設 置/首 都の交
通に関する議会特別委員会報告

1861 最初 の鉄 道馬車 開業(ま もな く廃止)

1863 世 界 最 初 の地 下 鉄,メ トロ ポ リタ ン鉄 道 開 業

(パ デ ィ ン トン～ フ ァ リ ン ドン ・ス トリー ト)
首都の鉄道輸送に関する上院特別委員会報告

1864
メ トロポ リタ ン鉄 道,「 労 働 者 運 賃 」を導 入/ハ
マ ー ス ミス ・ア ン ド ・シ テ ィ鉄 道 開業

1868
メ トロポ リタ ン ・デ ィ ス トリク ト鉄 道 開 業(サ

ウ ス ・ケ ン ジ ン トン～ ウ ェ ス ト ミンス タ ー)

1870 鉄道馬車復活 路面鉄道法

1871
メ トロポ リタ ン ・デ ィス トリク ト鉄 道,マ ンシ ョ

ン ・ハ ウ ス まで 延 長

1876 メ トロ ポ リタ ン鉄 道,オ ー ル ドゲ イ トま で 延長

1877
メ トロ ポ リタ ン ・デ ィ ス トリク ト鉄道,リ ッチ
モ ン ドまで 延 長

1884 内側環 状線(イ ンナー ・サークル線)完 成

1889
ロン ドン県議 会(LCC)設 置/LCC選 挙で進

歩党が多数党 に

1890
最 初 の チ ュー ブ式 地 下 鉄,シ テ ィ ・ア ン ド ・サ
ウス ・ロ ン ドン鉄 道 開 業(キ ング ・ウ ィ リア ム ・

ス ト リー ト～ ス トック ウ ェル)

1898

ウォータール ー ・アン ド。シテ ィ鉄道(幹 線鉄
道に よ るチューブ方式 の シテ ィ乗入れ線),電

車方式で開業

1899
モ ー タ ー ・ トラ ク シ ョ ン会 社,ガ ソ リ ン自動 車

によ る ロ ン ドン最 初 の バ ス ・サ ー ビ ス開 業

ロ ン ドン自治法/LCC,テ ムズ以 南 の鉄道 馬

車を買収(1901年 か ら直営)

1900

セ ン トラル ・ロ ン ド ン鉄 道 開 業(シ ェパ ー ズ ・

ブ ッ シ ュ ～ バ ン ク),2ペ ン スの 均 一 運 賃 を 採

用(2ペ ニ ー 。チ ュ ー ブ)

首都区(28区)設 置

1901
ロ ン ド ン ・ユ ナ イ テ ィ ッ ド路 面 鉄 道 会 社
.(LUT) ,最 初 の路面電車 を開業

1902

持 株 会 社 ・ ロ ン ド ン 地 下 電 気 鉄 道 会 社

(UERL)設 立(の ちの地 下鉄 グル ープの 中核
会社)

1903

LCCの 最初 の路面電 車開業/セ ン トラル ・ロ
ン ドン鉄道,電 車 方式 に移行/ロ ン ドン最初の
タク シー開業

1904 グ レー ト 。ノー ザ ン ・ア ン ド ・シテ ィ鉄 道 開業

1905
メ トロポ リタ ン鉄 道 お よ びメ トロポ リタ ン ・デ ィ

ス トリ ク ト鉄 道 の 電 化
ロ ン ドンの交通に関す る王立委員会報告

1906

ベー カー ・ス トリー ト ・ア ン ド 。ウ ォー タール ー

鉄 道(現 ベ ー カ ール ー線)開 業/グ レー ト ・ノー

ザ ン ・ピ カデ イ リー ・ア ン ド ・プ ロ ン プ トン鉄

道(現 ピ カデ イ リー線)開 業

1907

チ ャ リ ン グ ・ク ロ ス ・ユ ー ス トン ・ア ン ド ・ハ
ム ス テ ッ ド鉄 道(チ ャ リ ング ・ク ロス ～ ゴー ル

ダ ー ズ ・グ リー ン。 現 ノ ー ザ ン線)開 業

LCC選 挙 で穏健党(市 政改革 党)が 多数党 に

1908 商務 省に ロン ドン交通局設置

1910
ロ ン ドン電気 鉄道 会 社成 立(UREL傘 下 の3

地下 鉄が合 同)

出典:BarkerandRobbins(1963)お よ び(1974);WeinrebandHibbert:Inwoodほ か を 基 に 筆 者 作 成 。

注1)鉄 道 名 お よ び路 線 名 は,特 に断 りの な い 限 り,地 下 鉄 を指 す 。

2)同 一 年 の事 項 は 順不 同 。
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年 地下鉄 ・幹線鉄道 等 交通政策 ・都市 政策等

1911 LGOC,ロ ン ドンのバス会社 の大 半を支配下 に
国勢調 査でLCC管 轄地 域 の人 口が初 めて減少
を記録

1912 地下鉄 グル ープ,LGOCを 傘下 に

1913

地 下 鉄 グル ー プ,セ ン トラル ・ロ ン ドン鉄道 と

シ テ ィ ・ア ン ド ・サ ウ ス ・ロ ン ドン鉄 道 を 傘 下

に/メ トロポ リタ ン鉄 道,グ レー ト ・ノ ーザ ン ・

ア ン ド ・シ テ ィ鉄 道 を合 併

1915 鉄道馬車廃止/地 下鉄グループ,共 同基金を設立

1919
運輸省設置/首 都地域 の交通 に関す る下院特別
委員会(ケ ネデ ィ ・ジ ョー ンズ委員会)報 告

1921 鉄道法(4大 鉄道 への再 編成)

1923
サザ ン鉄道(幹 線鉄道),郊 外路 線の電 化計画
を開始

ロン ドン自治 に関する王立委員会(ア ルスウォー

ター委員会)報 告/4大 鉄道成立

1924
ノーザ ン線完成(ノ ーザ ン線 の名称 は1937年
か ら使用)

ロ ン ドン交通法/ロ ン ドン 。隣接諸県交通諮問

委員会(LHCTAC)設 置

1925

ロ ン ドン交通法 に基 づ く「制限街路命令」/ロ ン

ドン北部等 の交 通サ ー ビス に関す るLHCTAC
報告(～1926)

1926 ノ ー ザ ン線,モ ー デ ンま で 延長

1927
ロ ン ドン交通地 域 におけ る旅 客輸送 サ ー ビスの調整

の ためのLHCTACに よる計 画(ブ ル ー ・リポー ト)

1929

共 同管理機構 と共同基金の設置 に関す る2法 案,
議会 に提 出/ハ ーバー ト・モ リソ ン,運 輸大 臣
に就任(上 記法案,廃 案 に)

1931 サザン鉄道の郊外路線の電化完成 ロ ン ドン旅客運輸法案,議 会 に提 出

1933
ロ ン ドン旅 客 運 輸公 社'(LPTB;通 称 ロ ン ドン ・

トラ ンス ポ ー.ト)設 立/ピ カ デ イ リー 線 完 成
ロ ン ドン旅客運輸 法成 立

1935 「1935-40年 新規工事計画 」開始

1939
ベ ー カ ー ・ス トリー ト～ フ ィ ン チ リー ・ロ ー ド

の線 増 工 事 完 成

郊 外 地 域(ア ウ タ ー ・ロ ン ドン)の 人 口,LCC

を上 回 る

1941
ノー ザ ン線 延長工 事完 了/フ ラ ンク ・ピック

(初代LPTB副 総裁)死 去

1944 グ レー ダ ー ・ロ ン ドン計 画

1946
セ ン トラル線 の延長工事 再開/イ ング リス委員

会,ヴ ィク トリア線 建設 を提案

1947 運輸法(交 通部門国有化)/都 市 ・農村計画法

1948

LPTBに 代 わ り,ロ ン ドン運 輸 経 営委 員 会

(LTE)をBTC内 に設置/ア シュフ ィール ド
卿(初 代LPTB総 裁)死 去

イギ リス運輸委 員会(BTC)発 足

1949 セ ン トラル線,延 長工事 完成

1952 路面電車廃止

1953 運輸法(BTC再 編成)

1955 議会,ヴ ィク トリア線建設を認可 チ ェンバース委 員会報告

1960 白書 「国有交通企業の再編成」

1962 ヴ ィ ク トリア線 へ の投 資認 可/ト ロ リーバ ス廃 止 運輸法

1963
LTEに 代 わ り,ロ ン ドン運輸 公社(LTB)設

立

ロン ドン自治 法/イ ギ リス鉄道公社(イ ギ リス

国鉄;BR)発 足

1965 グ レー ダー ・ロ ン ドン議 会(GLC)発 足

1967
白書 「公共輸送 と交通」/労 働党,GLC選 挙で
保守 党に敗北(1931年 以来)

1968
ヴ ィ ク トリア 線 開 業(ウ ォル サ ム ス トウ ・セ ン

トラ ル ～ ハ イ ペ リー ・ア ン ド ・イ ズ リ ン トン)
白書 「ロン ドンの交通」/運 輸法

1969 ヴ ィ ク ト リア 線,ヴ ィ ク ト リア まで 延 長 運輸(ロ ン ドン)法

1970
LTB,GLC所 管 の ロ ン ドン運 輸 公社(LTE)

とな る
運輸 省,環 境 省 に統合



42『 明大 商学論叢』第88巻 第3号(306)

ン にお け る全 て の旅 客運 輸 事 業(幹 線 鉄 道 とタ ク シー を 除 く)を 国 有 化 す る,② ロ ン ドン旅 客 運

輸 公 社(LPTB)を 設 置 す る,③LPTBに 対 して,ロ ン ドン にお け る旅 客 輸 送 サ ー ビ スの 独 占 的

供 給 権 を 与 え る,④LPTBの 理 事 会 は運 輸 大 臣 が 「能 力 と経 験 」(abilityandexperience)を

基 準 と して 直 接 任 命 す る5人 の理 事 に よ って構 成 さ れ る,と い う もの で あ る。 これ に対 して,法

案 成 立 の キ ー ・パ ー ソ ンで あ っ た ア シ ュ フ ィ ール ド卿 は,「 公 共 的精 神 」(publicspirit)を 発 揮

して統 合 に積 極 的 に賛 成 し,モ リソ ンと協 力 して法 案 成 立 に尽 力 した ㈹。

法 案 成 立 の 見 通 しが立 った8月,第 二 次 労 働 党 内 閣 は失 業 手 当 の 削 減 を め ぐる閣 内 分 裂 に よ っ

て 崩 壊 した 。 直 後 に成 立 した 「挙 国一 致 政 府 」 には 多 数 派 の保 守 党 に 担 が れ た マ ク ドナ ル ド(首

相)な ど労 働 党 議 員3名 が入 閣 した が,モ リソ ンを は じめ,他 の労 働 党議 員 は 野 党 に 回 っ た。 事

実 上 の保 守 ・自 由連 立 政 権 の下 で 法案 の 命 運 は尽 き た もの と見 られ た が,新 内 閣 は,修 正 した 上

で 法 案 を 成 立 させ る意 向 を表 明 した(17)。原 案 の基 本 的 内 容 は ほ ぼ維 持 され,法 案 は1933年4月

に成 立 した。 最 も大 き な修 正 点 は,理 事(当 初 案 の5名 か ら7名 に 増 員)の 任 命 権 が 大 臣 で は

な く,5人 の メ ンバ ー か ら成 る 「任 命 委 員 会 」(AppointingTrustees)に 与 え られ た こ とで あ

る('8)。モ リ ソ ンは,こ れ で は 「大 臣 は責 任 を 負 わ ず,議 会 で の 質 問 は無 駄 」 に な り,「 公 共 的 責

任 は全 て破 壊 され る こ と に な る」 と して強 く批 判 した(19)。

LPTBに 統 合 され た の は,5つ の 地 下 鉄 会 社(地 下鉄 グル ー プ傘 下 の4社 お よ び メ トロ ポ リタ

ン鉄 道 。 総 営 業 マ イ ル は174マ イ ル,す な わ ち約280km),自 治 体 所 有 の14の 路 面 電 車 事 業,

私 有 の3つ の 路 面 電 車 事 業,61の バ ス会 社(大 半 は小 規 模 な 独 立 事 業 者),4つ の コー チ(長 距

離 バ ス)会 社 な ど で あ る(20)。幹 線 鉄 道 に つ い て は,LPTBと 幹 線 鉄 道 の 代 表 者 か ら成 る常 設 共

同 委 員 会(StandingJointCommittee)が 設 け られ,サ ー ビス の調 整 と収 入 プ ー ル 制 の 実 施 に

当 た る こ とに な った(21)。LPTBの 任 務 は,「 ロ ン ドン旅 客 運 輸 地 域 」(22)に対 して,「 十 分 で かつ 適

切 に調 整 さ れ た 旅 客 輸 送 シ ス テ ム」(anadequateandproperlyco-ordinatedsystemofpas-

sengertransport)を 提 供 す る こ と と,「 不 必 要 か つ 浪 費 的 な競 合 的 サ ー ビ スの 提 供 を 避 け な が

ら」,「最 も効 率 的 か つ 便 宜 性 の 高 い」 方 法 で 「旅 客 輸 送 施 設 の 拡 張 と改 善 」 を行 うこ とだ っ た

(「ロ.ン ドン旅 客 運 輸 法 」 第3条 第1項)。 言 い換 え れ ば,各 種 交 通 サ ー ビ スの 調 整 に よ って,①

サ ー ビ スの 質 的 改 善 を実 現 す る と と も に,② 地 下 鉄 等 へ の投 資 財 源 を 生 み 出 す よ う な効 率 的 経 営

(16)BarkerandRobbins(1974),pp.273-27E.モ リソ ンは,ア シ ュフ ィール ド卿 の公共 的精 神 と経 営

能 力 をきわ めて高 く評 価 してい る。 例え ば,Morrison(1933),pp.150-152;Morrison(1935),p.132;

Morrison(1960),p.138.な お,株 主への補償条件は寛大で,そ れが株主 に対 す る説得を成功 に導い た。

(17)BarkerandRobbins(1974),pp.272-273。 不況下,公 有 化への両党の抵抗感 は薄れ ていた。

(18)修 正の理 由は,「政治的任命 を防 ぐこと」 だ った(Davies,p.47)。

(19)Morrison(1933),pp.161-162.

(20)LondonPassengerTransportBoard(1934),AppendixI;Sommerfield,pp.1-2,43-68.

(21)収 入 プール制 は,ロ ン ドン旅 客運輸地域 内(注22参 照)に おいて 出発 または到着す る旅客 か らの全

ての運輸収 入(鉄 道 以外 の運 輸収入 も含 む)を プールす る制度 で,収 入 の 「標準分配 比率」 はLPTB

が62%,幹 線鉄道が38%と 定 め られた(BarkerandRobbins(1974),p.284)。

(22)都 心の チ ャリング ・クロスか らほぼ半径25マ イル(約40km)の 範囲で あ り,ロ ン ドン県(LCC)

の約17倍,国 勢調査 にお いて グ レーダー ・ロ ンドンの定義 とされて いた首都警 察管区(Metropolitan

PoliceDistrict)の3倍 弱 に相 当 し,人 口は940万 人 余 りだ った。
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を実現するという責任である。 さらに,財 務上の義務として,「収入でまかなう義務のある全て

の費用をまかなうのに十分な収入を確保できるようにすること」(同 第3条 第4項)と い う,独

立採算制の義務が課せられた。

こうして,LPTBの 経営陣は,旧 株主に対す る過度の補償㈱ という制約を負いながら,独 立

採算制の下でサー ビスと施設を改善す るという困難な課題 に取 り組む ことにな った㈱。総裁

(chairman)に はアシュフィール ド卿,副 総裁にはフランク ・ピックが選ばれたが,「経験に富

み,長 期的な視野を持 ち,政 治的に鋭敏で,目 的達成のためには進んで妥協 も図る」総裁と,

「頭脳明晰で,容 易に妥協 しない気質を持った」副総裁のコンビは1「柔軟な手法と厳格な経営方

式とのバランス」 をもたらし,そ の結果,初 期のLPTBは 人々の 「賞賛の的」 となる成果を上

げることができたといわれる(25)。LPTBの 成果のうち地下鉄に関係するのは,① 地下鉄の延長

と駅の改築,② 車両の標準化,③ 新製車両の投入,④ 車庫 と設備の改良,⑤ 運賃制度の統一,⑥

サー ビスの質の向上である。 こうした実績に照 らして,同 時代 および後世の研究者は概ね,

LPTBに よる統合を 「成功」と評価 している(26)。

3.ロ ンドン旅客運輸公社の地下鉄投資

LPTBの 成 立 と収 入 プ ー ル 制 の導 入 に よ って,従 来 困 難 で あ った 大 規 模 な 地 下 鉄 投 資 が,こ

こ に初 め て実 現 に 向か う こ と に な った。BarkerandRobbins(1974)の 言 葉 を 借 りれ ば,「 こ

れ ま で に も,ロ ン ドンの交 通 に 関 す る大 規模 な 計 画 が 立 て られ た こ とは あ るが,こ れ ほ ど広 範 囲

な計 画 が,真 に実 現 の希 望 を 持 っ て 開始 され た こ と は か っ て な か った 」(27)。地 下 鉄 投 資 の か な り

の 部 分 は,LPTBと 幹 線 鉄 道2社,す な わ ち ロ ン ド ン ・ア ン ド ・ノ ー ス ・イ ー ス タ ン鉄 道

(LNE)お よ び グ レー ト ・ウ ェ ス タ ン鉄 道(GW)と の大 規 模 な共 同 計 画 で あ る 「1935-40年 新

規 工 事 計 画 」(NewWorksProgrammel935-40)の 一 環 と して行 わ れ た。 この計 画 には,① 旧

メ トロ ポ リタ ン鉄 道 最 大 の ボ トル ネ ックで あ った ベ ー カー ・ス トリー ト～ フ ィ ンチ リー ・ロー ド

間 の 線 増 工 事,② 大 幅 な人 口増 加 に もか か わ らず 交 通 施 設 の改 善 が 見 られ な か った ロ ン ドン北部

お よ び東 部 の 郊 外 地 域 に お け る鉄 道 整 備(幹 線 鉄 道 の電 化 お よ び地 下 鉄 セ ン トラ ル 線 の 延 長),

そ れ に,③ 地 下 鉄 ノ ー ザ ン線 の延 長 計 画 が 含 ま れ て い た。 ① は当 該 区 間 に地 下 の 別 線 を建 設 して,

(23)例 え ばGordonは,「LPTBの 経済的成功 は……少な くと も一世 代間で は,概 ね,譲 渡 された企業に

支払 われる補償額 の関数 になるはずで ある」 とした上で,「LPTBか ら民 間企業 に支払 われ た金 額が過

大で あった ことは疑 いが ない」 と述べて いる(Gordon,pp288-293)。 このほか,Davies(1937),p.189

以下を参照。

(24)1938年 の年次報 告書 は,財 務上 の安 定性 を維持 す る義務 と,施 設 の改 良 ・発展 を実 現す る義務 の両

方を果 たさなければな らないとい う 「義務の相克」(conflictofduty)に つ いて記 して いる(London

PassengerTransportBoard(1938),p.9;BarkerandRobbins(1974),pp.303-304)。

(25)BarkerandRobbins(1974),p.285.な お,Morrison(1960)に よれ ば,ア シュフ ィール ド卿 は 「細

部の奴隷ではな く,壮 大 なヴ ィジョンの持主」 であ り,一 方,卿 の 「友人 で有能 な同僚」 であ った フラ

ンク ・ピックは 「細部 にこだわ る人物」で あ った。 二人 は 「偉大 な個 人的能力」 を有 して お り,「恐 る

べ きコンビ」(formidablepair)で あ った(p.138)。

(26)Savage,p.164;Bagwel1,p.258;DyosandAldcroftpp.380-381.

(27)BarkerandRobbins(1974),p.288.
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ベ ー カ ー ル ー 線 の各 駅 停 車 の 列 車 を走 らせ(ス タ ンモ ア まで 直 通),従 来 か らの メ トロポ リ タ ン

線 に は快 速 列 車 を走 らせ る とい う計 画 で,1939年 に完 成 して い る。 ま た,③ に つ い て は,ア ー

チ ウ ェイ以 北 の 区間(ア ーチ ウ ェイ ～ハ イ ・バ ーネ ッ トお よ び フ ィ ンチ リー ・セ ン トラル ～ ミル ・

ヒル ・イ ー ス ト)が1941年 ま で に完 成 して い る。 ノー ザ ン線 の 残 り区 間 お よ び② の 計 画 は戦 後

に持 ち越 され,前 者 は需 要 見 通 しの変 化(当 該 地域 が グ リー ンベ ル トに含 まれ た こ とな どに よ る)

か ら放 棄 され た ものの,後 者 は 完成 に至 って い る㈱ 。

こ の よ うな 大 規 模 な 計 画 は,「 競 争 に代 わ る協 調 の実 現 」 に よ って 可 能 にな った もの だ が,「 工

事 費 が き わ め て 多 額 に上 る(3,500万 ポ ン ドと見 積 も られ た 一 中村)た あ,こ の 投 資 か ら得 られ

る収 益 で,調 達 した資 金 の 利 子 を ま か な う こ とは 期 待 で き な か っ た」(29)。この た め,大 蔵 省 は 関

係3社 に,① こ の事 業 へ の融 資 の み を 目的 とす る金 融 会 社(名 称 はLondonElectricTransport

FinanceCorporation)の 設 立 を認 め,② 政 府 保 証 を 与 え る こ と で最 大4,000万 ポ ン ドの 資金 を

最 低 の 金 利 で 調 達 で き る よ うに した 上 で,③ 金 融会 社 か ら3企 業 に再 貸 出 しを行 わ せ る こ と に し

た(資 金 配 分 はLPTB70%,LNE25%,GW5%)。 これ に よ り,LPTBの 支 払 利 息(年 利

2.5%)は,政 府 保証 な しで 資 金 調 達 した場 合(年 利 約3.75%)に 比 べ,年 間約33万 ポ ン ドの 節

約 と な り,事 業 の採 算 性 が期 待 で き る よ う に な った 。 政 府 の こ う した支 援 は,実 は不 況下 で の 失

業 対 策 の 意 味 合 い が強 か った が,と もか くも低 コ ス トで の資 金 調 達 が 可 能 と な った結 果,LPTB

は政 府 の 補 助 金 な しで,ネ ッ トワー クの 拡 大 と改 良 を 実 現 す る こ と がで き た ⑳。

II戦 後 の交通国有化 とロン ドン運輸経営委員会(LITE)

1.イ ギリス運輸委員会(BTC)の 設立とロンドン運輸経営委員会

大 戦 終 結 直 前 の1945年8月 に成 立 した ア ト リー労 働 党 内 閣 は,「 統 合 」 に よ る効率 化 を 目指 し

て,鉄 鋼,石 炭,電 力 な ど,重 要 産 業 の 一 元 的国 有 化 を進 め た。 交 通 分 野 で は 「1947年 運 輸 法 」

(TransportActofl947)に 基 づ い て,1948年1月,LPTBを モ デ ル と した イ ギ リス運 輸 委 員

会(BritishTransportCommission;BTC)(3Dが 設 置 され,LPTBを は じめ,鉄 道,内 陸 水 路,

道 路 輸 送,鉄 道 会 社 保 有 の ホ テ ル ・船 舶 ・ ドックな ど,国 内の 内陸 交 通 事 業 の大 半 が そ の 管 理 下

に置 か れ る こ とに な った。BTCの 全般 的 義 務 と して は,「 効 率 的 で,十 分 で,経 済 的 で,か つ 適

切 に統 合 され た」(efficient,adequate,economicalandproperlyintegrated)公 共 交通 シ ス テ

ム の提 供 を確 保 す る義 務(「1947年 運 輸 法 」 第3条 第1項),ま た 財 務 上 の義 務 と して,「 数 年 間

を単 位 と して(takingoneyearwithanother),委 員 会 の収 入 が,収 入 で まか な うの が 適 当 で

(28)Ibid.,pp.288-292;Barker,pp.94-95.

(29)Davies(1937),p.170.

(30)Ibid.,pF.169-171;Gordon,pp.293-295;BarkerandRobbin;(1974),pp.290-291;Wolmar(2002),

pp.31-32.な お,LPTBは 債 券 の 発 行 も認 め ら れ て い た 。

(31)BTCの モ デ ル がLPTBで あ っ た こ と は,議 会 で 政 府 ス ポ ー ク ス マ ン が 言 明 し て い る(Bonavia,

p.100;Bagwell,p。292)。
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あ る諸 費 用 を まか な うの に十 分 な額 を下 回 らな い よ う に」 運 賃 等 を設 定 す る とい う義務 が 課 せ ら

れ た(同 第3条 第4項)。 こ れ は,BTC全 体 と して数 年 単 位(定 義 は曖 昧 だ が)で 収 支均 衡 を 図

る こ と,す な わ ち,内 部 相 互 補 助 を 通 じた 独 立 採 算 制 の 確 保 を意 味 す る もの で あ った ㈱。

BTCは 政 策 決 定 機 関 で あ り,そ の下 部 機 関 と して,鉄 道 経 営 委 員 会(RailwayExecutive;

RE),ロ ン ドン運 輸 経 営 委 員 会(LondonTransportExecutive;LTE)な ど5つ の経 営 委 員

会(33;が設 置 され,日 常 業 務 を担 当 す る こ と にな っ た。BTCの 委 員 は,独 立 の任 命 委 員会 が 設 け

られ たLPTBと は 異 な り,運 輸 大 臣 に よ っ て直 接 任 命 さ れ た 。 ま た,各 経 営 委 員 会 の委 員 に つ

いて も,上 部 機 関 で あ るBTCの 任 命 で は な く,運 輸 大 臣 がBTCと の 協 議 を 経 て 直 接 任 命 す る

こ と に な った が,こ れ は 「BTCに よ る交 通 の 一 元 的統 合 」 とい う本 来 の 目的 と矛 盾 す る もの で

あ り,BTCと 経 営 委 員 会 の 間 の調 整 を 困難 にす る要 因 とな っ た㈱ 。

ロ ン ドン運 輸 経 営委 員 会(LTE)の 委 員長 に は,1935年 以 来LPTBの 理 事 を務 め,1940年 か

らは モ リソ ンの 後 任 と して ロ ン ドン県 議 会(LCC)の リー ダ ー も兼 任 して い た ラ タ ム卿(Lord

Latham)が 任 命 され た(35)。LPTB前 会 長 の ア シ ュ フ ィ ー ル ド卿 はBTCの 委 員 に就 任 したが,

ま もな く世 を 去 った(同 年ll月)。 と こ ろ で,LPTBに つ い て は,① す で に 公 有 化 され て い る

こ と,② ロ ン ドン地 域 内で の統 合 を実 現 して い る こ と,③ ハ ー バ ー ト ・モ リソ ン(当 時,重 要 産

業 の 国 有 化 作 業 の 責 任 者)が 中 心 と な って 創 設 した 企 業 で あ る こ と な ど の 理 由 か ら,こ れ を

BTCの 管 理 下 に置 く こ と につ い て は,他 の交 通 事 業 の 場 合 と は異 な り,自 明 の こ と と は 見 な さ

れ て い な か っ た。 しか し,当 時 の 運 輸 大 臣 バ ー ンズ は,LPTBの 役 員 が,運 輸 大 臣 で は な く任

命 委 員 会 に よ って 選 任 され る とい う 「扱 い に くい制 度 」(clumsydevice)の 廃 止 を 切 望 して い

た こ とか ら,こ れ がBTCへ の編 入 につ なが った 可能 性 が あ る(3f)。ま た,意 外 で は あ るが,ア シ ュ

フ ィ ー ル ド卿 が 編 入 に 積 極 的 だ った こ と も重 要 で あ る(37)。そ の 理 由 に つ いて は,①BTCの 創 設

をLPTBと 同趣 旨の 統 合 計 画 と見 な して 共 感 を寄 せ た,②LPTBの 戦 後 の 経 営 見 通 しが 不確 実

だ っ た,③ 戦 時 中 延 期 され て い た大 規模 な 鉄 道 投 資(「1935-40年 新 規 工 事 計 画」 の完 成 を 含む)

とバ ス更 新 を実 現 す る た め 外部 資 金 に頼 る必 要 が あ っ た,な ど と推 測 され て い る㈹ 。

1951年,保 守 党 が6年 ぶ りに政 権 に 復 帰 し,チ ャー チル 内 閣 が 発 足 した。 新 内 閣 は 「1953年

運 輸 法 」 を制 定 してBTCの 再 編 成 を行 い,道 路 貨 物部 門 を 民 営 化 す る と共 に,LTEを 除 く全 て

の経 営 委 員 会 を 廃 止 し,各 交 通 部 門 をBTCの 直 接 統 制 下 に 置 い た(39)。同法 で は,BTCの 任 務

(32)Bagwell,p.294.

(33)他 の3つ は,ド ッ ク ・内 陸 水 路 経 営 委 員 会,道 路 輸 送 経 営 委 員 会,ホ テ ル 経 営 委 員 会 。 この う ち道 路

輸 送 経 営 委 員 会 は1949年 に道 路 旅 客 経 営 委 員 会 と道 路 貨 物 経 営委 員 会 に 分 割 され た。

(34)BTCとREの 間 の 問題 に つ い て,Bagwell,pp.306-307に 具 体 的 な事 例 が 示 さ れて い る。

(35)BritishTransportCommission(1949),p.13E;Halliday,P176.

(36)Bonavia,p.10.

(37)Ibid.,p.11,p.21.一 方,Barker,p.106.に は,「LPTBは 国有 化(BTCへ の 編 入 を 指 す 一 中 村)を

回避 す る こ と を望 ん で い た 」 と あ る が,Bonaviaの 場 合 は2種 類 の 公 式 文 書 の記 録 を 根 拠 と して お り,

こ こで はBonaviaに 依 拠 した い。

(38)Bonavia,p.11,pp.25-26.

(39)た だ し,1953年 法 で 廃 止 が 明記 さ れ た の は鉄 道 経 営 委 員 会 の み 。 他 の経 営 委 員 会 に つ い て は,同 年8

月 の 「運 輸 委 員 会(経 営 委 員 会)命 令 」(TransportCommission(Executive)Order)で 初 め て 明記

され た(Bonavia,p.159)。
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は も はや 「交 通 の 一元 的 統合 」 で は な く,① 鉄 道 サ ー ビス の供 給,② 他 の 交 通 サ ー ビス の供 給,

お よ び③ 「適 切 に調 整 され た」 ロ ン ドンの旅 客輸 送 シス テ ム の供 給 と さ れ た 。 言 い換 え れ ば,

BTCは 複 数 の 個 別 的 交 通 サ ー ビス の供 給 者 あ るい は管 理 者 とな った の で あ る。

な お,LTEは 経 営 委 員 会 の地 位 に と ど ま ったた め,従 来 か らの 変 則 的 な立 場,す な わ ち委 員

は運 輸 大 臣 か ら直 接 任 命 さ れ る もの の,基 本 的 に はBTCの 所 管 で あ り,投 資 資 金 もBTCか ら

受 け取 る とい う立 場 に 変 更 は な か った(40)。全 面 的 に 運輸 大 臣 の 所 管 とな るの は,「1962年 運 輸 法」

に よ ってBTCが 廃 止 され,LTEに 代 わ って,独 立 公法 人 と して の ロ ン ド ン運 輸 公 社(London

TransportBoard;LTB)が 設 立 さ れ て か らで あ る。

他 の 経 営 委 員 会 が全 て 廃 止 され た 中 で,LTEの み が存 続 した理 由 につ い て は,「1933年 か ら

ロ ン ドンに 存 在 してい た,十 分 信 頼 す るに 足 る交 通 運 営 機 関 を ロ ン ドンか ら奪 うこ とは
,あ ま り

に政 治 的 リス ク が大 きか った の で あ る一 少 な くと も,(LTEに 関 す る)正 当 な 調 査,報 告,協 議

と い う手 続 きが 終 了 す る まで は」(4')と言 わ れ て い る(カ ッコ 内 は 中村)。1953年,運 輸 大 臣 の任

命 に よ って,財 界 人 の ポ ー ル ・チ ェ ンバ ー ス を委 員 長 とす る 「ロ ン ドン ・ トラ ンス ポ ー トに 関す

る調 査 委 員 会 」(通 称:チ ェ ンバ ー ス委 員 会)が 設 置 され,1955年 に 報 告 書 が発 表 され たが ,報

告 書 で はLTEの 経 営 につ い て,「 安 全 性 に 関 して,LTEが 維 持 して い る水 準 は き わ め て 高 い。

(中 略)鉄 道 部 門 にお け る定 時 性 の水 準 は素 晴 ら しい。(中 略)ロ ン ドンは世 界最 高 の 旅 客 輸 送 シ

ス テ ムの 一 つ を 有 して い る」(42)と,高 い評 価 が与 え られ て い る。 次 第 で 取 り上 げ るよ う に,LTE

の投 資 は きわ め て低 い水 準 に 終 始 す る こ と に な るが,戦 前 の 投 資 の蓄 積 に よ って ,な お サ ー ビス

の質 は維 持 さ れ て い た の で あ る。

2.地 下鉄投資の推移

BTCが 発 足 した1948年 か ら,廃 止 され る1962年 まで の地 下 鉄 の投 資 額 と投 資 内 容 につ い て

は,公 表 され て い る情 報 自体 が 限 られ て い る うえ,投 資 区 分 に も一 貫 性 が な い た め,全 体 像 を 体

系 的 か つ 正 確 に把 握 す る こ と は不 可 能 で あ る。 しか し明 らか な の は,こ の 期 間 の投 資 額 が全 体 と

して き わ めて 少 額 で あ っ た と い う事 実 で あ る。 そ して,こ の 期 間 を 含 め,戦 後30年 に わ た って

地 下 鉄 投 資 が ほ とん ど行 わ れ な か った こ とが,今 日の地 下 鉄 が 抱 え る諸 問 題 の 原 因 と見 な され て

い る(43)。そ の 出 発 点 は,1948年 のBTCの 誕 生 と ロ ン ドン ・ トラ ン ス ポ ー トのBTCへ の編 入 に

あ る と い うの が 一 般 的 な 見 方 で あ る㈲ 。

戦 争 直 後 か ら開 始 さ れ た セ ン トラル 線 の 東 西 両 方 向へ の 延 長 工 事(1946～49年)は,戦 前 の

「1935-40年 新 規 工 事 計 画 」 に基 づ く もの で,鉄 鋼 や レー ル な ど の資 材 不 足 の 中,運 輸 大 臣 の認

(40)Halliday,p.178.

(41)BarkerandRobbins(1974),p.335.

(42)ReportoftheCommitteeofInquiryintoLondonTransport,HMSO ,1955,paras375-392,citedin

Halliday,p.179,

(43)Wolmar(2004),P.293.

(44)例 え ば,ロ ン ドン ・ス クール ・オ ブ ・エ コノ ミクス(LSE)の グ レーダー ・ロン ドン ・グルー プの代

表 で,ロ ン ドンの交通 問題 の権 威であ る トニ ー ・トラヴァー スの見解(Wolmar(2002),p.34)。
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表3ロ ン ドン運輸経営委員会(LTE)の 輸送量,軽 営成績およ び投資実績

194819491950195119521953195419551956195719581959196019611962

[地下鉄]

輸送人員(億 人) 7.20 7.03 6.95 7.02 6.70 6.72 6.72 6.71 6.76 6.6E 6.92 6.69 6.74 6.7E 6.68

輸送人 マイル
(億人マ イル)

4039 39.93 39.22 37.44 35.92 35.45 35.23 34.6E 34.13 3332 33.00 31.93 32.03 3L40 30.52

運輸純収入
(百万ポ ン ド)

L55 0.77 0.66 0.55 1.26 0.69 1.02 1.97 2.01 L92 2.60 2.03 2.45 3.67 2.96

粗資本支 出
(百万ポ ン ド)

2.70 2.18 2.70 1.92 2.15 0.50 0.44 0.48 0.86 L30 1.13 2.42 8.82 9.5E 10.35

・基礎施設 L93 1.07 0.80 0.54 0.26 0.29 0.28 0.33 0.53 0.66 0.74 0.92 2.73 L63 1.25

・車 両 0.4c 0.79 i.64 1.08
'1

.71 0.04 0.Ol 0.04 α20 0.49 0.10 1.16 5.80 7.73 8.72

・そ の他 0.35 0.32 0.26 0.30 0.18 0.17 0.15 0.11 0.13 0.20 0.29 0.35 0.29 0.21 0.39

[バスおよび コーチ]

輸送人員(億 人) 27.45 27.45 27.18 29.1( 29.18 29.12 28.12 27.3i 26.06 25.52 20.07 22.8: 22.81 23.77 24.85

輸送人 マイル
(億 人マイル)

9052 89.46 86.66 87.24 84.71 84.43 79.83 76.5E 74.27 7L75 55.97 62.91 59.42 56.53 56.82

運輸純収入
(百 万ポ ン ド)

436 3.46 1.91 一 〇.85 一 〇.32 一 〇.19 1.25 2.12 2.15 2.95 一 〇.67 3.13 4.39 3.78 5.05

出 典:BritishTransportCommissiorAnnualReport,1948-1962お よ びMunby,pp.508-509を 基 に 筆 者 作 成 。

注1)運 輸 純収 入(nettrafficreceipt:)は,運 輸 収 入 マ イ ナ ス営 業 費 用(workingexpenses)で 算 出 され る。

2)運 輸 収入 に は 運 輸 雑 収 入(miscellaneous)を 含 む。

3)粗 資 本 支 出(grosscapitalexpenditure)は,地 下 鉄 の 基 礎 施 設(イ ン フ ラ)お よ び 車 両 の 追 加 ・完全 取 替 ・改

良 の た め の支 出(バ ス ・コー チ との 共 用 施 設 ・設 備 お よ び電 力 供 給 関 連 の 投 資 を 除 く)。

4)1958年5月 ～6月 に バ ス ・ス トライ キ(計7週 間)が 行 わ れ て い る。

5)1962年 の バ ス お よ び コー チ の 運 輸 純 収 入 に は トロ リーバ ス(同 年5月 廃 止)の 数 値 が 含 まれ て い る。

可 を得 て,き わ め て ス ム ー ズ に 進 捗 した。 しか し,こ れ は きわ め て異 例 で あ り,1950年 代 に な

.ると
,新 規 プ ロ ジ ェ ク トは お ろ か,既 存 ネ ッ トワー クを 維 持 す る た め の予 算 さえ 満 足 に確 保 で き

な い 状 態 が 続 く こ と に な る。Wolmar(2002)に よ れ ば,「1950年 代 は,地 下 鉄 の 歴 史 の 中で最

も投 資 が 不 足 した時 代 で あ り,そ れ に よ って地 下鉄 シ ス テ ム は長 期 的 な損 害 を こ うむ り,お そ ら

く今 もそ こか ら回 復 して は い な い」㈹ とい う。

以 下,Halliday,Wolmar(2002),BTCの 年 次 報 告 書(LTE関 連 の 報 告 を 含 む),そ れ に

LTEが1953年 か ら独 自 に発 表 して い た 年 次 報 告書(AnnualReview)を 参 考 に して,1950年

代 に お け る地 下 鉄 の 投 資 動 向 を概 観 す る(表3)。

1953年 のLTEの 年 次 報 告 書 に は,「 駅 舎 の改 築,そ れ に 信 号 施 設 の 近 代 化 を含 む そ の 他 の工

事 な ど,本 年 の鉄 道 へ の 資 本 的支 出 は30万 ポ ン ドで あ った 」(46)とあ るが,30万 ポ ン ドは 当 時 と

して も少 額 で あ る。 ちな み に,戦 争 に よ る被 害 の大 き か った バ ス お よ び トロ リーバ ス の更 新 ・取

替 に は,20倍 の590万tン ドが 支 出 され て い る(47)。翌1954年 の 地 下 鉄 投 資額 も,前 年 度 と大 差

の な い 約40万 ポ ン ドに と どま った 。 当時 の 資 本 的 支 出'の中 身 は,軌 道 付 替 え,駅 舎 改 修,少 数

(45)Wolmar(2004).P.297.

(46)LondonTransportExecutive(1953),P30.

(47)Wolmar(2002).P.36.
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の エ ス カ レー タ ー新設 な ど,小 規 模 な もの に 限 られ て お り,ネ ッ トワー クの 改 良 や 新 しい車 両 ・

信 号 施 設 の整 備 な どの 大 規 模 な投 資 計 画 は検 討 さえ され て い な い。1954年 以 降 に な る と,年 次

報 告 書 に は 「新 規 投 資 」(newinvestment)が 明 示 され な くな る が,Hallidayは,「 お そ ら く少

な 過 ぎ た た め だ ろ う」 と して,バ ラ ンス シー トを 基 に,「1954年 か ら59年 に か け て,軌 道 ・信

号 施 設 ・車 両 な ど地 下 鉄 の 固 定 資 産 の価 値 は,減 価 償 却 前 で5%以 下 しか増 加 して い な い。 こ れ

は 資 産 が 増 加 す る代 わ りに縮 小 しつ つ あ った こ とを 意 味 す る」 と推 定 して い る㈹ 。 彼 に よれ ば,

1950年 代 に資 本 的 支 出の 提 案 で 唯 一 承 認 され た の は,1960年 に完 成 した,メ トロポ リタ ン線 の

リ ック マ ンズ ワ ー ス以 北 の 電 化 プ ロ ジ ェ ク ト(350万 ポ ン ド)で あ る とい う。1959年 以 降 は,資

本 投 資 の状 況 は 若 干 改 善 され,例 え ば ピカ デ イ リー 線 とセ ン トラル 線 の 老 朽 化 した車 両 の取 替 え

が 承 認 され て い る(49)。1960年 代 のLTEの 年 次 報告 書 は,依 然 と して新 規 投 資 の 金 額 を 明 らか に

して い な い もの の,様 々 な駅 の改 良 ・改 修 計画 を数 ペ ー ジ にわ た って 記 載 して お り,相 当 な額 の

資 金 投 入 が 示 唆 され て い る㈹ 。

3.地 下鉄投資問題の背景

地 下 鉄 へ の 投 資 が きわ めて 低 い水 準 に と ど ま った 主 な理 由 と して,次 の5つ の 要 因 を挙 げ る こ

とが で き る。

第 一 に,組 織 上 の変 化 と して,LPTBがBTCの 管 理 下 に入 った こ と が挙 げ られ る。LPTBと

い う独 立 した パ ブ リ ック ・コー ポ レー シ ョ ンか ら,BTCの 一 部 門 へ と い う大 き な地 位 の 変 化 は,

次 の よ う な結 果 を もた らす こ と に な った 。 す な わ ち,国 の投 資 財 源 の 配 分 を め ぐ って,BTC内

の 他 の 交 通 部 門,特 に幹 線 鉄 道 との 競 合 を余 儀 な くされ た の で あ る。 しか も,BTC内 に お い て

も,運 輸 省 ・大 蔵 省 にお いて も,投 資 の 優 先 順 位 は 常 に 幹 線 鉄 道 に置 か れて い た。 とい うの も,

大 戦 中 の 酷 使,資 材不 足 お よ び爆 撃 の結 果,幹 線 鉄 道 の 「2万 マ イ ル の 軌 道 の 多 くが 未 修 繕 の 状

態 に あ り,ま た,2万 両 の機 関 車 の うち少 な くと も半 分 が 大 幅 改 修 あ るい は ス ク ラ ップ化 が必 要

な 状 態 」(51)にあ り,幹 線 鉄 道 は 常 に 「財 務 的 に も物 理 的 に もBTCの 最 大 の 資産 で あ る と 同時 に,

BTCの 絶 え ざ る 不安 の 種 」(52)だった の で あ る。 これ に対 して 「ロ ン ドン ・ トラ ンス ポ ー トは,

1948年 の 時 点 で,さ らに そ の 後 何 年 か にわ た って,財 務 的 に も物 理 的 に も比 較 的 良 好 な状 態 に

あ った 」(53)。地 下 鉄車 両 の 多 くは 新 し く,ま た 電化 され て お り,駅 も戦 争 直 前 に 建 設 あ る い は 改

修 され た もの が 多 く,ま だ 新 しか った うえ,ブ ロ ー ドウ ェ ー55番 地 に あ る本 社 ビル は壮 麗 な こ

と で有 名 で あ り,LTEの 経 営 の 健 全 さ を人 々 に 印象 付 け る役 割 を 果 た して い た と い う㈹ 。

地 下 鉄 投 資 に対 す るBTCの 姿 勢 は,BTCの 最 初 の 年 次 報 告 書 か ら窺 う こ とが で き る。 す な わ

(48)Halliday,PP177-178.

(49)Ibid.,p.178。

(50)Wolmar(2002),pp.37-38.

(51)Ibid.,pp.34-35.

(52)BarkerandRobbins(1974),p.337.

(53)Ibid.

(54)Wolmar(2002).F.34.
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ち,「 も し,首 都 の都 市 計 画上 の 必 要 性 に よ って,そ の よ うな施 設(1948年 に提 出 さ れ た ロ ン ド

ンの 鉄 道 改 良 計 画 一 中村)が 不 可 欠 だ とす れ ば,必 要 な 労 働 力 と 資 材 は,BTCが 現 在 利 用可 能

な 財 源 と は別 の追 加 的 財源 か ら入 手 す べ きで あ る」(55)。言 い換 え れ ば,地 下 鉄 投 資 は,BTCが 政

府 を 説 得 して 入 手 した 財 源 に頼 る の で は な く,LTE自 らが 政 府 を 説 得 して獲 得 す べ き もの と さ

れ た の で あ り,BTCの こ の姿 勢 は 最 後 ま で変 わ らな か った と い う(56)。しか も,戦 後 の経 済 危機

の 中 で 政 府 財 政 は 逼 迫 して お り,投 資 財 源 の競 合 相 手 はBTC内 部 だ け で は な く,電 力,住 宅 建

設,保 健,教 育 な ど,他 の産 業 ・生 活部 門 に 及 ん で お り,地 下 鉄 は この競 争 に常 に 敗 れ る こ と に

な っ た(57)。の ち に政 府 財 政 が や や 好 転 した 時 も,BTCの 入 手 可 能 な 財源 の ほぼ 全 て が,1955年

に提 案 され た動 力 の デ ィー ゼ ル 化 ・電化 や駅 舎 改 修 な ど,幹 線 鉄 道 の大 規模 な近 代 化 計 画 に充 当

され て い る㈲ 。

第 二 に,'自 己 資 金 で あ れ,外 部 資 金 で あ れ,5万 ポ ン ドを 超 え る資 本 的支 出 に つ いて は 全 て

BTCに 諮 っ て,そ の 承 認 を受 け ね ば な らな か った こ とで あ る。5万 ポ ン ドとい うの は,1948年

当 時 に お い て さ え少 額 で あ り,さ さや か な 駅 舎 の改 修 や,数 基 の エ レベ ー ター を エ ス カ レー ター

に交 換 した りす る こと は で きた が,戦 争 で 被 害 を受 け た車 両 に代 え て新 造車 両 を 発 注 した り,路

線 の 新 設 や 延 伸 を実 施 した りす る な ど の大 規模 な投 資計 画 につ い て は,BTCの 承 認 を得 な けれ

ばな らな か った(5!)。一 方,BTCは さ らに運 輸 省 と大 蔵 省 の 承 認 を得 な けれ ば な らな か った 。

な お,自 己資 金 の原 資 と な る の は運 賃 収 入 だ が,運 賃 改 定 に つ い て は,BTCが 新 設 の 運 輸 審

判 所(TransportTribunal)に 申請 して,そ の認 可 を受 け な けれ ば な らな か っ た。 そ の 際,運

輸 大 臣 は 当該 の運 賃 値 上 げ が 公 益 に反 す る と判 断 した場 合 に は,い つ で も値 上 げ を禁 止 す る こ と

が で き た。

第 三 に,LPTBを リー ドした,ア シュ フ ィー ル ド卿 と フ ラ ン ク ・ピ ックの 「『恐 るべ き コ ンビ』

(formidablepair)の 後 を 継 い で,ロ ン ドン ・ トラ ンス ポ ー トを前 進 させ るだ けの 迫 力 と能 力 を

持 っ た人 物 が いな か っ た」(60)ことで あ る。Barkerの 言 葉 を借 りれ ば,「 戦 後 の経 営 陣 は,ス タ ン

レー(ア シ ュ フ ィー ル ド卿 一 中村)と ピ ッ クに 匹 敵 す る チ ー ム を 生 み 出せ な か った 。(中 略)戦

後 の会 長 も総 裁 も,彼 らの よ う に長 期 間 そ の地 位 に と どま る こ と は なか っ た し,ま た,第 一 次 大

戦 中 に政 府 の 要職 を経 験 した後 に ス タ ン レー が発 揮 した よ うな 政 治 的 影 響 力 を発 揮 す る こ と もで

き な か っ た。(中 略)ス タ ン レー は政 治 家 に影 響 さ れ る側 で は な く,政 治 家 に影 響 を 与 え る側 に

い た。 彼 は低 利 の ロー ンを 獲 得 す る際 に政 治 家 の協 力 を 得 た が,そ の こ と に よ って,経 営 の 自由

(55)BritishTransportCommission(1949),pp.30-31.

(56)BarkerandRobbins(1974),p.338.

(57)Wolmar(2002),p.34;BarkerandRobbins(1974).P.339.

(58)Wolmar(2002),p.36.

(59)Halliday,pp.176-177.な お,BTCは 外 部 資 金 の 自己 調 達 を行 うに 当 た って,運 輸 大 臣 の 同意 と大 蔵

省 の 承 認 に基 づ いて 「イ ギ リス 運 輸 債 券 」 を発 行 す る こ と.がで き た。 た だ し,「1956年 財 政 法 」 に よ っ

て運 輸 債券 の 発 行 は で き な くな り,以 後,投 資 の外 部 資 金 は原 則 と して 全 て 財 政 に依 存 す る こ とに な っ

た(運 輸調i査 局 外 国 部 編,52-53頁)。

(60)Taylor,p.271.
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を 制 約 され る こ と は全 くな か った 。 役 員 会 は独 立 の 任 命 委 員 会 に よ って 任 命 され て い た。1948

年 以 後 は,も は や任 命 制 壌 が 変 わ って しま っ た」㈹ 。 もち ろ ん,ア シ ュ フ ィー ル ド卿 と ピ ッ クを

も って して も,① ロ ン ドン ・ トラ ンス ポ ー トがBTCに 編 入 され た こ と,② 幹 線 鉄 道 の大 規 模 投

資 の 緊 要 性 が 明 らか で あ った こ と,③LTEの 役 員 が 運 輸 大 臣 の 直 接 任 命 制 と な った こ と,さ ら

に④ 制 度 的 に投 資 が制 約 され た こ と。 この よ うな状 況 の 下 で は,そ の 力 を十 分 に発 揮 す る こ とは

困 難 で あ った ろ う。 た だ し,ア シ ュ フ ィー ル ド卿 が 健 在 な らば,政 治 的 影 響 力 を行 使 して,制 度

そ の もの に変 更 を迫 る事 態 もあ り得 た か も知 れ な い 。

第 四 に,1910年 代 以 来,内 部 相 互 補 助 に よ って地 下 鉄 財 政 を 支 え て き た バ ス ・サ ー ビ ス の輸

送 人 員 が,1952年 を ピー ク に減 少 に 転 じた ことで あ る(s:)。1952年 に29億1,800万 人 で あ った輸

送 人 員 は そ の後 減 少 を続 け,1960年 に は22億8,100万 人 に減 少 して い る(表3)。 そ の 主 な理 由

と して 挙 げ られ るの は,① 自家 用 乗 用 車 の普 及,② テ レ ビの普 及,そ して ③ 労 働 時 間 の減 少 で あ

る。 ① の 自家 用 乗 用車 の 台 数(ロ ン ドンの 免許 台数)に つ い て は,1933年 に29万 台,1950年 に

48万 台 で あ った もの が,自 家 用 乗 用 車 に 対 す るガ ソ リ ン割 当 制 の 廃 止(1950年)を 契 機 に急 増

し,1955年 に は80万 台,1960年 に は127万 台 とな って い る。 そ の結 果,特 に郊 外 バ ス の需 要 と

週 末 の レ ジ ャー 需 要 が 大 きな 影 響 を受 け る こ とに な った。 自家用 乗 用 車 の 増 大 は ま た,セ ン トラ

ル ・ロ ン ドンを 中心 に 激 しい 道 路 混 雑 を 引 き起 こ し,バ ス の運 行 速度 の低 下 と定 時 性 の 喪 失 を も

た ら して,バ ス 利 用者 を さ ら に減 少 させ る要 因 とな った。 ま た,② の テ レ ビの 普 及 は,映 画 鑑 賞

や ス ポ ー ツ観 戦 な ど夜 間 お よ び週 末 の 外 出機 会 を減 ら し,オ フ ピー ク需要 に大 きな 影 響 を与 え た

と され て い る。 さ らに,③ の 労 働 時 間 の減 少,特 に週 休 二 日制 の普 及 は,土 曜 日の 通 勤 需 要 を減

少 させ た。BTCの1957年 の 年 次 報 告 書 は,「1956年 か ら57年 に か けて,LTEの 旅 客 輸 送 量 は

2.3%減 少 した 。 そ の 多 くは,自 家 用 乗 用 車 の増 大 が もた ら した 社 会 的 変 化 に起 因 す る が,一 部

は テ レ ビの 影 響 によ る もの で あ る。 テ レ ビは今 や ロ ン ドンの半 分 以 上 の家 庭 に普 及 して お り,ま

た ロ ン ドン交 通 地 域 の 自動 車 登 録 台 数 は1950年 以 降 倍 増 して い る。 平 均 的 な ロ ン ドン市 民 が,

レ ジ ャ ーの た め に 外 出 す る場 合,週 末 か つ 自家 用 乗 用 車 を使 うの が普 通 に な って い る(平 日の オ

フ ピー ク 時 間 帯 は家 で テ レ ビ を見 る一 中 村)。 そ の 結 果,交 通 量 の 減 少 は,主 と して平 日の オ フ

ピー ク時 間 帯 と週 末 に 集 中 して い る」㈹ と述 べ て い る。 な お,上 に 挙 げた バ ス衰 退 の要 因 は,当

然,地 下 鉄 需 要 に も大 き な影 響 を 与 え て い る㈹ 。

最 後 に,自 動 車 交 通 が台 頭 す る中 で,公 共 交 通 の 時 代 が 終 わ りつ つ あ る とい う考 え が,当 時 広

ヵ∫って い た とい う事 実 で あ る(65)。「当局 は,知 らぬ 間 に勢 力 を 拡 大 して い た道 路 ロ ビー に 促 され

(61)Barker,p.106.

(62)「1912年 の 合 同以 来,利 益 の ほ と ん どを 生 み 出 して きた の は常 にバ ス で あ った 。 した が って,こ の よ

うな バ ス ・サ ー ビス の 衰 退 は 事 業 全 体 の 財 務 的 存 続 可 能 性(financialviability)に 致 命 的 な 打 撃 を 与

え る こ と に な った」(Barker,p.106)。

(63)BritishTransportCommission(1957),p.7;.

(64)本 項 の 記 述 は,注63に 掲 げ た資 料 に 加 え て,次 の3つ の 文 献 に 基 づ い て い る。BarkerandRobbins

(1974),pp.13-14;Barker,PlO7;Taylor,p.272.

(65)Wolmar(2002),p。37;Wolmar(2004),pp.292-293.
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て,最 初のうち,イ ンナーエ リアに道路を張 り巡 らすことが,ロ ンドンの交通問題の唯一かつ最

終的な解決策であるという考えに傾 きがちであった」㈹。すなわち,公 共交通の将来を悲観的に

見て,道 路容量の拡大に活路を見出そうとする考え方が,地 下鉄投資の優先順位を引き下げてい

たというのである。なお,地 下鉄に比べて優遇された幹線鉄道の場合も投資不足は深刻であった

が,BagwellはBTC時 代の幹線鉄道を論 じた中で,「 鉄道衰退の基本的な理由は,鉄 道輸送よ

りもはるかに多額の資本が道路および道路交通に投資されていることにあった」 と,地 下鉄と同

様の問題を指摘 している㈲。

皿 イギ リス運輸委員会の解体 とロン ドン運輸公社(LTB)の 発足

1.「1962年 運 輸 法 」 とLTB

1960年12月,マ ク ミラ ン保 守 党 内 閣 は,下 院 国 有 化 産 業 特 別 委 員 会(SelectCommitteeon

theNationalisedIndustries)の 勧 告 に基 づ き,白 書 『国 有 交 通事 業 の 再 編 成 』(Reorganisation

oftheNationalisedTransportUndertakings)を 発 表 した。 白書 で は,深 刻 な 経 営 悪 化 に悩

む イ ギ リス 運 輸 委 員 会(BTC)の 組 織 問 題 が組 上 に 上 り,BTCの 活 動 は あ ま りに 巨 大 で 多 様 で

あ って,「 単 一 の 事 業 体 と して効 率 的 な運 営 を 行 う こ と は ほ とん ど不 可 能 で あ る」 と して,そ の

解 体 が 主 張 さ れ た 。 白書 の 内 容 は 「1962年 運 輸 法 」 と して 立 法 化 さ れ,翌1963年1月,BTC

は廃 止 され て,4つ の 公 社 と1つ の持 株 会 社 に再 編 成 され た(68>。

ロ ン ドン運 輸 経 営 委 員 会(LTE)は,運 輸 大 臣 所 管 の 公 社(独 立 公 法 人)で あ る ロ ン ドン運

輸 公 社(LondonTransportBoard;LTB)と な った 。LTBの 役 員 は運 輸 大 臣 に よ って 直 接任

命 され,か つBTC時 代 とは異 な り,運 輸 大 臣 に責 任 を 負 う こ とに な った 。LTBに 課 せ られ た全

般 的 義 務 は,「 ロ ン ドン旅 客 運 輸 地 域 に 対 して,運 営 の効 率 性,経 済 性 お よ び安 全 性 に 十 分 配.

慮 し な が ら,十 分 で か つ 適 切 に 調 整 さ れ た 旅 客 輸 送 シ ス テ ム(anadequateandproperly

co-ordinatedsystemofpassengertransport)を 提 供 す る こ と,ま た は提 供 を確 保 す る こ と」

(「1962年 運 輸 法 」 第7条 第1項)で あ る。 ま た,他 の 公 社 と 同様,財 務 上 の 義 務 と して,「 数 年

間 を単 位 と して,そ の収 入 が,収 入 で まか な うの が適 当 で あ る諸 費 用 を まか な うの に十 分 な額 を

下 回 らな い よ うに す る こ と」(同 第18条 第1項),す な わ ち,LTB全 体 と して 数 年 単 位 で 収 支 均

衡 を図 る と い う義 務 が課 せ られ た(69)。

ロ ン ドン運 輸 公 社(LTB)は,事 業 活 動 の 多 くの面 で 運 輸 大 臣 の統 制 を 受 け る こ とに な った

が,特 に,「 財 務 的 フ レー ム ワー ク の全 体 につ いて 運 輸 大 臣 の 承 認 を 受 け な け れ ば な らず」,ま た,

「一 時 的 な 借 入 金 の場 合 を 除 き,必 要 な 資 金 は全 て 運 輸 大 臣 か ら借 り入 れ な け れ ば な らな い 」 と

(66)CroomeDF.andJacksonA.A.,RailsthroughClay,CapitalTransport,2nded.,1994,p.7,citedin
Wolmar(2002),p.37.

(67)Bagwell,pp.303-304.

(68)Ibid.,pp.325-32i.

(69)Ibid.,pp.325-327;Barker,p.357.
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さ れ た(70)。運 輸 大 臣 か らの 借 入 限 度 額 は,1963～64年 は2億 ポ ン ド,1965～67年 は2億5,000

万 ポ ン ド,1968年 は2億7,000万 ポ ン ド,1969年 は3億 ポ ン ドで あ った。 各 年 の 借 入 限度 額 の

う ち約1億6,000万 ポ ン ドは運 輸 省 に対 す る創 業 資 本 負債(commencingcapitaldebt)で あ り,

実 質 的 な 上 限 額 は これ を 除 い た金 額 で あ る(7D。な お,「1968年 運 輸 法 」 に よ って,公 共 交 通 の 改

善 の た め,LTBを 含 む 公 共 交 通 機 関 の イ ン フ ラ(車 両 は 対 象 外)お よ び新 製 バ ス に対 し,大 蔵

省 の 承 認 を 条 件 と して,運 輸 大 臣 が 補 助 金 を交 付 す る こ と が認 め られ た。 前 者 は イ ンフ ラ補 助 金

(infrastructuregrants),後 者 は新 製 バ ス補 助 金(newbusgrants)と 呼 ば れ る。 これ によ り,

「運 輸 大 臣 か らの 借 入 れ 」 以 外 の新 た な投 資 財 源 が生 まれ た こ と に な る。

2.地 下鉄投資の推移と問題点

BTC時 代 末 期 を含 む1960年 代 は,地 下 鉄 投 資 に 改 善 が 見 られ た 時 代 だ が,既 存 ネ ッ トワー ク

に 支 出 さ れ る金 額 は ご く僅 か で あ り,ト'ン ネ ル や軌 道 な どの 施 設 改 修 の た め の投 資 は ほ とん ど行

わ れ な か った。 まず,BTC時 代 末 期 の1960年 代 初 め に は,地 下 鉄投 資 の 大 部 分 は新 製 車 両 の 購

入 に費 や さ れ,残 り は ヴ ィ ク トリア線 建 設 の 予 備 的 作業 に 費 や され た㊥ 。

次 い で,LTBが 発 足 した1963年 に は,投 資 支 出 の総 額(地 下 鉄 ・バ ス)は1,760万 ポ ン ドで,

内 訳 は 資 本 的 支 出1,630万 ポ ン ド,更 新 支 出130万 ポ ン ドとな っ て い る。 資 本 的 支 出 の 内訳 は,

地 下 鉄 車 両 の 購 入 が720万 ポ ン ド,ヴ ィ ク トリア線 建設 が250万 ポ ン ド,バ ス お よ び コー チの 購

入 が240万 ポ ン ドで あ り,駅 ・信 号 施 設 ・デ ポな ど地 下 鉄 イ ンフ ラ の改 良 の た め の支 出(表4の

基 礎 施 設 へ の 粗 資 本 支 出 か らヴ ィ ク トリア線 関 連支 出を 除 い た数 字)はllO万 ポ ン ドに と ど ま っ

て い る。 な お,更 新 支 出 を含 む 投 資 資 金(純 額 で1,470万 ポ ン ド)の うち約6割(850万 ポ ン ド)

は 自己 資 金(収 支 差 引額,減 価 償 却 ・更 新 積 立 金,資 産 売 却 収 入 な ど)で あ り,外 部 資 金 の うち

350万 ポ ン ドは 「運 輸 大 臣 か らの借 入 れ 」(loansfromtheMinisterofTransport),残 り270

万 ポ ン ドは 「銀 行 か らの短 期 借 入 金 」(bankoverdrafts)と な って い る(73)。しか し1965年 以 降

は,経 営 の 悪 化 に よ って,自 己 資 金 の う ち の 「収 支 差 引 額 」(balanceofrevenue)の 項 目は 消

え,運 輸 大 臣 か らの 借 入 れ が増 大 す る。 そ して,1968年 か らは政 府 の 「資 本 補 助 金 」(前 述 の イ

ン フ ラ補 助 金)が 加 わ って くる。

経 営 の 悪 化 に つ い て 一 言 す る と,LTBの 時 代,地 下 鉄 の輸 送 量 は 微 減 な い し横 ば い で あ った

が,モ ー タ リゼ ー シ ョ ンの 進 展 に よ り,バ スお よ び コー チ の輸 送 量 は大 幅 な 減 少 を記 録 して い る。

輸 送 人 員 は1963年 の24億3,000万 人 か ら1969年 の17億8,700万 人 へ と26%減 少 し,輸 送 人 マ

イ ル も55億7,500万 人 マ イ ル か ら42億5,000万 人 マ イル へ と24%減 少 した(表4)(74)。 これ に加

(70)LondonTransportBoard(1963),p.2.

(71)LondonTransportBoard(1963)to(1969),

(72)Wolmar(2004),p.298.

(73)LondonTransportBoard(1963),p,12.

(74)バ ス部門 は1965年 に多額の損失 を生 じたため,LTBは 翌年か ら,コ ス ト削減を 目的 にワ ンマ ン運転

の実験運行 を開始 し,1968年 か ら正 式 に導入 した。 ワンマ ン運転のバ スは1969年 末 には517両 とな っ

た(Barker,pp.112-ll3)。 なお,1969年 末現在のバ ス総数 は6,526両(Munby,p.578)。
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表4ロ ン ドン運輸公社(LTB)の 輸 送量,経 営成績およ び投資実績

1963196419651966196719681969

[地下鉄]

輸送人員(億 人) 6.73 6.74 6.5i 6.67 6.61 6.55 6.76

輸送人 マイル(億 人 マイル) 30.75 30.66 30.02 30.54 30.45 29.68 31.87

運輸純収入(百 万 ポ ン ド) 2.38 3.56 2.00 3.22 1.0] 0.86 1.47

粗資本支 出(百 万 ポ ン ド) 10.84 10.59 13.70 13.14 15.08 20.33 10.77

・基礎施設 3.60 9.39 13.13 12.39 11.81 14.36 8.47

(うちヴ ィク トリア線 関係) 2.47 8.15 12.07 11.43 10.79 13.37 7.12

・車 両 7.19 0.88 0.15 0.19 2.39 5.25 1.93

・エ レベ ー タ ー
,エ ス カ レー タ ー 0.05 0.33 0.42 0.56 0.94 0.73 0.37

更新支 出(百 万 ポ ン ド) 0.83 1.00 1.16 1.12 0.87 0.87 0.98

・駅 その他 の建物 0.21 0.26 0.39 0.4] 0.22 0.32 0.37

・ トンネ ル ,橋 梁 等 0.14 0.03 0.06 0.10 0ユ2 0.14 0.06

・軌 道 0.03 0.02 0.02 0.02 0.Ol 0.08 0.Ol

・電気軌 道設備等 0.12 0.18 0.24 0.31 0.14 0.13 0.10

・信号施 設等 0.34 0.52 0.45 0.27 0.38 0.20 0.44

資本補助金(百 万 ポン ド)
一 } 一 一 一 5.0 59』

収入補助金(百 万 ポン ド) 一 一 皿 1.2 3.4 3.5 6.6

[バ ス お よ び コー チ]

輸送人員(億 人) 24.30 22.52 21.32 19.78 19.79 19.46 17.87

輸送人マ イル(億 人マ イル) 55.75 50.94 45.81 44.5E 44.51 44.35 42.50

運輸純収入(百 万 ポ ン ド) 3.06 L30 一2
,93

一4
.96

一7
.48

一6
.2i

一3 .86

資本補助金(百 万 ポ ン ド)
一 一 一 一 一 0.6 0.7

収入補助金(百 万 ポ ン ド) 一 一 一 3.7 6.1 5.3 3.3

出 典:LondonTransportBoard,AnnualReportandAccounts,1963-1969;LondonTransportExecutive,Annual

ReportandAccounts,1971;Munby,pp.508-509を 基 に筆 者 作 成 。

注1)運 輸 純 収 入(nettrafficreceipts)は,運 輸 収 入 マ イ ナス 営 業 費 用(workingexpenses)で 算 出 され る。

2)運 輸 収 入 に は運 輸 雑 収 入(miscellaneous)を 含 む 。

3)粗 資本 支 出(grosscapitalexpenditure)は,地 下 鉄 の 基 礎 施 設(イ ン フ ラ)お よ び車 両 の 追加 ・完 全 取 替 ・改 良

の た め の 支 出(バ ス ・コー チ との 共 用 施 設 ・設 備 お よ び電 力 供 給 関連 の投 資 を 除 く)。

4)更 新 支 出(renewalsexpenditure)は,基 礎 施 設 の取 替 ・更 新 ・変 更 の た め の 投 資 。

え て,1964年 以 後,LTBの 運 賃 改 定 に 対 し,従 来 か らの 運 輸 審 判 所 に よ る規 制 に加 え,物 価 対

策 の 見地 か ら政 府 の統 制 が 開 始 され,1965年 に は 「運 賃 凍 結」 が 行 わ れ るな ど,LTBの 経 営 は

厳 し さを増 して い た ㈹ 。

1964年 以 降 は,利 用 可 能 な 投 資 資 金 の ほ とん ど は ヴ ィ ク ト リア線 の建 設(1963～71年)に 支

出 され る よ うに な り,既 存 ネ ッ トワー クの 改 修 に利 用 で き る資 金 は低 い水 準 に と ど ま った(表

(75)た だ し,減 収 分 へ の 補 償 と して 政 府 か ら385万 ポ ン ドが 支 出 され た(Halliday,p.187)。 な お運 輸 審

判所 は,従 来 の 鉄 道 運 賃 審 判 所(RailwayRatesTribunal)に 代 わ る機 関 と して 「1947年 運 輸 法 」 に

よ り設 置 さ れ,鉄 道 お よ び バ スの 運 賃 を規 制 した。 鉄 道 運 賃 の規 制 は 「1962年 運 輸 法 」 に よ っ て原 則

的 に 廃 止 され た が,例 外 と して,ロ ン ドン旅 客 運 輸 地 域 内 で完 結 す る輸 送 につ いて は規 制 が存 続 した。

運輸 審 判 所 に よる規 制 は「1969年 運 輸(ロ ン ドン)法 」 に よ って最 終 的 に廃 止 され,1970年 以 降 は グ レー

ダ ー ・ロ ン ドン議 会(GLC)に よ っ て規 制 さ れ る こ とに な った(Munby,pp.479-480)。
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4)(76)。

1960年 代 の 投 資傾 向 は,ロ ン ドン地 下 鉄 の投 資 の 歴 史 に見 られ る2つ の 特 徴 を 明 らか に して

い る。 第 一 に,既 存 ネ ッ トワー クの 改 修 よ り も新 製 車 両 の導 入 が 優 先 さ れ や す い こ とで あ る。

Wolmar(2002)の 表 現 を借 りれ ば,車 両 は輸 送 に 不 可 欠 な要 素 で あ り,老 朽 化 が あ る段 階 に達

す る と,「 最 もケ チ な 政府 で さ え,新 しい列 車 の購 入 に 渋 々 お金 を 出 さ ざ る を得 な くな る」 か ら

で あ る。 第 二 に,既 存 ネ ッ トワー クの維 持 よ りもネ ッ トワー クの 拡 大 が 優 先 さ れ や す い とい う こ

とで あ る。 同 じ くWolmar(2002)の 表 現 を 借 りれ ば,「 地 下 鉄 の 暗 い 迷 路 の 中 で くす ん だ トン

ネ ル を 補 修 した り,磨 耗 した レー ル を取 り替 え た りす る作 業 」 に 比 べ,新 路 線 の開 業 に は,テ ー

プ カ ッ トや 除 幕 な ど華 や か な 行 事 が つ き もの で あ り,「 新 しい 列 車 の導 入 に比 べ て も,は るか に

セ ク シ ー で エ キ サ イ テ ィ ング 」 な た め,政 治 家 が新 線 建 設 に走 りや す い と い うの で あ る。 こ う し

て,1960年 代 に は地 下 鉄 投 資 財 源 の 大 半 が ヴ ィク ト リア線 の 建 設 に注 ぎ込 まれ る こ と に な る(77>。

ヴ ィ ク トリア 線 は,ロ ン ド ン北 東 部 か らセ ン トラル ・ロ ン ドンを貫 い て テ ム ズ 南 岸 に至 る路 線

で あ り,最 初 に 提案 さ れ た の は1946年 で あ る(イ ン グ リス 委員 会)。 当 時 の ロ ン ドン運 輸 経 営 委

員 会(LTE)は こ の提 案 を 「C線 」(RouteC)計 画 と して具 体 化 し,1952年 か ら,実 現 に 向 け

て 精 力 的 な キ ャ ンペ ー ンを展 開 した。 計 画 は1955年 に議 会 の承 認 を 得 た が,投 資 が 承 認 され た

の は7年 後 の1962年 の こ とで あ る。1969年 の年 次 報 告 書 に よれ ば,「BTCと 政 府 を説 得 して,

ロ ン ドンの 地 下 鉄 新 線 の 建 設 を認 め て も ら う に は,何 年 に もわ た る議 論 が 必 要 だ った。 さ らに,

工 事 の 開 始 が1962年 に最 終 的 に承 認 され る に は,ヴ ィ ク トリア線 の 建 設 費 の全 額 を 運 賃 収 入 で

まか な う と い う条 件 が 必 要 だ った 」 と い う㈹ 。 計 画 の最 終 的 な 促 進 要 因 と して 挙 げ られ るの は,

第 一 に,プ ロ ジ ェ ク ト評 価 の 新 しい手 法 で あ る費 用 便 益 分 析(costbenefitanalysis;CBA)

を ヴ ィ ク ト リア 線 に適 用 した研 究 が,CBAの 開発 者,フ ォ ス タ ー と ビー ズ リー に よ って 行 わ れ,

そ の 結 果 が1962年 初 め にLTEか ら運 輸 省 に提 出 され て い た こ とで あ る。CBAで は,単 な る事

業 の 採 算 性 で は な く,広 範 な 社 会 的 便 益 を考 慮 して プ ロ ジ ェ ク トの評 価 を 行 うが,ヴ ィク トリア

線 の 建 設 か ら得 られ る便 益 の35%が,道 路 混 雑 の 緩 和 に よ る移 動 時 間 の減 少 と い う形 で ドラ イ

バ ー に発 生 し,投 資 の 収益 率 は11%を 超 え る と算 定 され た の で あ る〔79)。

第 二 の,そ して最 大 の要 因 は,戦 前 の 「1935-40年 新 規 工 事 計 画 」 の 場 合 と同様,失 業 問 題 で

あ る。1962年 当 時,政 府 は イ ング ラ ン ド北 東 部 で の失 業 増 大 を 懸 念 して お り,LTEに 対 して ヴ ィ

ク ト リア線 建 設 の 雇用 効果 を 算 定 させ た と ころ,ロ ン ドンの み な らず,イ ン グ ラ ン ド北 東 部 で も

雇 用 増 大 を もt:ら す と い う望 ま しい結 果 が 得 られ た ので あ る(80)。この よ う に,外 部 的 要 因 に よ っ

て地 下 鉄 投 資 の 決 定 が な され る こ とに つ い て は,Barker&Robbins(1979)の 次 の よ うな 批 判

(76)Wolmar(2002),p.40.

(77)Ibid.,p.38.

(78)LondonTransportBoard(1969),p.3.

(79)BarkerandRobbins(1974),pp.344-347;Halliday,pp.179-185;Wolmar(2002),pp.38-40;Collins
andPharoah,PP.191-202.

(80)BarkerandRobbins(1974),p.347.
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が あ る。 「1948年 の ロ ン ドン計 画 特 別 調 査 委 員 会 の 報 告 書 にC線 と い う名 称 で登 場 して か ら,

1969年3月 に主 要 区 間 の ウ ォル サ ム ス トウ ～ ヴ ィ ク トリア 間 が 開業 す る ま で の ヴ ィ ク ト リア線

開 発 の 物 語 は,20世 紀 半 ば の イ ギ リ ス に お け る,投 資 プ ロ ジ ェ ク トに対 す る政 府 ・議 会 の 対 応

(publichandling)の 特 徴 を 示 して い る。 す な わ ち,先 ず 投 資 の 提 案 を 望 ま しい も の と して一

応 受 け 入 れ る,次 に論 議 の前 提 が 絶 え ず変 化 して 論 議 が 長 引 く,最 後 に論 議 とほ とん ど関 係 の な

い一 時 的 な 圧 力(失 業 問 題 を 指 す一 中 村)を 受 け て 承 認 す る,と い う もの で あ る」⑳ 。

以上 の よ うな 投 資 不 足 問 題 を 抱 え た ま ま,1970年,ロ ン ドン地 下 鉄 の 経 営 は,新 た に誕 生 し

た広 域 自治 体,グ レー ダ ー ・ロ ン ドン議 会(GLC)の 手 に移 る こ とに な る。

結 びにかえて

経営の効率性 とサービスの質の高さで,世 界中の都市交通の模範 とされ,ロ ンドン市民の誇 り

となってきたロン ドン地下鉄は,第 二次大戦後,長 年にわたってインフラおよび車両の保守 ・取

替がなおざりにされた結果,現 在では,施 設 ・設備の劣化による故障の頻発によって列車の運休

や遅延が日常化 し,市 民生活と経済活動に多大な影響を与えている。

以下,深 刻な施設劣化をもたらした投資問題の経緯をまとめることにする。

ロン ドン地下鉄 は,都 心部の深刻な道路混雑の解決手段 として,1863年,民 間企業(メ トロ

ポリタン鉄道)に よって創設されたが,そ の後,多 くの地下鉄会社が誕生 し,20世 紀初頭まで

には今 日の地下鉄ネッ トワークの主要部分が完成 した。 この間,「地下鉄グループ」を中心に,

経営効率化を目指 した企業統合が進み,1913年 までに,メ トロポ リタン鉄道 を除 く全ての地下

鉄およびバス事業の大半がグループの傘下に収められた。 さらに1915年,「 地下鉄グループ」は

議会に働きかけ,グ ループ内での収入プール制である 「共同基金」を実現させた。この結果,収

益性の高いバス部門からの内部補助が可能とな り,建 設資金の自己調達に資すると共に,財 務の

改善による安定配当の維持によって資金の外部調達が容易になった。 しかし第一次大戦後,500

に上る独立バス事業者が登場し,グ ループのバス部門との間で 「浪費的競争」を展開するように

なると,こ のメカニズムの維持は困難となった。

「地下鉄グループ」の総帥,ア シュフィール ド卿は 「浪費的競争」を終わらせるため,運 輸大

臣ハーバー ト・モリソンが提案 した,ロ ン ドンの交通事業を公的に一元化する 「ロンドン旅客運

輸法案」の実現に協力 した。1933年,法 案は成立 し,パ ブリック ・コーポレーション形態のロ

ンドン旅客運輸公社(LPTB;通 称ロンドン・トランスポー ト)が 発足 した。また,LPTBに 加

わらなかった幹線鉄道との間では,収 入 プール制が導入された。 このLPTBの 成立 と収入プー

ル制の導入によって,従 来困難であった大規模な地下鉄投資が,こ こに初めて実現 に向かうこと

になった。地下鉄投資の大部分は,LPTBと 幹線鉄道2社 との共同計画である 「1935-40年 新規

(81)・Ibid.,p.344.
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工 事 計 画 」 の一 環 と して 実 施 され たが,大 蔵 省 の保 証 に よ って低 コス トで の 資 金調 達 が可 能 とな っ

た 結 果,LPTBは 政 府 の補 助 金 な しで ネ ッ トワー クの拡 大 と改 良 を実 現 す る こ と が で きた。

第 二 次 大 戦 後 の1948年,労 働 党 内 閣 に よ って交 通事 業 の一 元 的国 有 化 が実 施 され,ロ ン ドン ・

トラ ン ス ポ ー トは イ ギ リス運 輸 委 員 会(BTC)の 一 部 門 で あ る ロ ン ドン運 輸 経 営 委 員 会(LTE)

と な った 。 こ のLTEの 時 代(1948～62年),特 に1950年 代 に は,新 規 プ ロ ジ ェ ク トは お ろ か,

既 存 ネ ッ トワ ー クを維 持 す る た め の予 算 さえ 満足 に 確保 で きな い 状 態 が 続 い た。 そ の第 一 の 要 因

は,従 来 の 独 立 した公 社 の 地 位 か ら,BTCの 単 な る一 部 門 に 変 わ っ た結 果,国 の 投 資 財 源 の配

分 を め ぐ って,BTC内 の 他 の交 通 部 門,特 に幹線 鉄 道 との競 合 を余 儀 な くさ れ こ とで あ る。 し

か も,BTC内 に お い て も,運 輸 省 ・大 蔵 省 にお い て も,投 資 の 優 先 順位 は常 に幹 線 鉄 道 に 置 か

れ て い た 。 その 上,政 府 財 政 が逼 迫 す る中,投 資財 源 の競 合 相 手 は,電 力,住 宅 建 設,保 健,教

育 な ど,他 の 産 業 ・生 活 部 門 に及 ん で お り,地 下 鉄 は この 競 争 に常 に敗 れ る こ と に な った。 この

ほ か の 要 因 と して は,①5万 ポ ン ドを 超 え る 資本 的 支 出 に つ い て は 全 てBTCの 承 認 を受 け ね ば

な らな い と い う制 度 的 制 約,② 自己 資 金 の 源 泉 で あ る運 賃 の 引 き上 げ へ の 厳 しい規 制,③LPTB

を リー ドした ア シ ュフ ィー ル ド卿 と フ ラ ン ク ・ピ ックの 「恐 るべ き コ ン ビ」 の後 継 者 の 不 在,④

1910年 代 以 来,内 部 相 互 補 助 に よ って 地 下 鉄 財 政 を 支 え て き た バ ス ・サ ー ビ ス の輸 送 人 員 が,

自家 用 乗 用 車 と テ レ ビの 普 及 に よ って 減 少 した こ と,な ど が挙 げ られ る。 こ のLTEの 期 間 を 含

め,戦 後30年 に わ た って 地 下 鉄 投 資 が ほ とん ど行 わ れ な か った こ とが,今 日の 地 下 鉄 が抱 え る

諸 問 題 の 原 因 で あ り,そ の 出 発 点 はBTCの 誕 生 と ロ ン ドン ・ トラ ン スt一 トのBTCへ の編 入

に あ る。

1963年1月,BTCは 廃 止 され,4つ の公 社 と1つ の持 株 会 社 に再 編 成 さ れ,LTEは,運 輸 大

臣 所 管 の 公 社 で あ る ロ ン ドン運 輸 公 社(LTB)と な った 。LTBに は,財 務 上 の 義 務 と して,

LTB全 体 と して 数 年 単 位 で収 支 均 衡 を 図 る と い う義 務 が 課 せ られ た。 こ の ほ か,事 業 活動 の 多

くの 面 で 運 輸 大 臣 の統 制 を受 け る こ と に な ったが,特 に,財 務 的 フ レー ム ワー クの 全 体 につ い て

運 輸 大 臣 の承 認 を 受 け な けれ ばな らず,ま た,一 時 的な 借 入 金 の場 合 を 除 き,必 要 な 資 金 は全 て

運 輸 大 臣 か ら借 り入 れ な け れ ば な らな い と さ れた 。 このLTBの 時 代(1963～69年),利 用 可 能

な 投 資 資 金 の ほ とん ど は ヴ ィ ク ト リア線 の建 設(1963～71年)に 支 出 され,既 存 ネ ッ トワー ク

の トンネ ル や軌 道 な ど,施 設 改 修 の た め の 投 資 は ほ とん ど行 わ れ な か っ た。1960年 代 の 投 資 傾

向 は,ロ ン ドン地 下鉄 の投 資 の歴 史 に見 られ る2つ の特 徴 を明 らか に して い る。第 一 に,既 存 ネ ッ

トワ ー クの 改 修 よ りも新 製 車 両 の導 入 が優 先 され や す い と い う こ と,第 二 に,既 存 ネ ッ トワー ク

の 維 持 よ り もネ ッ トワー クの 拡 大 が優 先 され やす い とい う こ とで あ る。

以 上,1960年 代 末 ま で の 投 資 問 題 の 展 開 過 程 を 要 約 した が,改 め て,経 営 組 織 と財 源 調 達 方

式 の関 係 を 整 理 す る と,次 の よ うに な る。

LPTB(1933-47年)の 場 合 は,独 立 公 法 人 と して独 立 採 算 を求 め られ る一 方,強 い経 営 の 自

主 性 が与 え られ,金 融 機 関か らの借 入 れ と債 券 の発 行 が 自由 に 認 め られ て い た。 ま た,統 合 に よ

る 「浪 費 的 競 争 」 の終 焉 に よ って バ ス 部 門 の 採算 性 が高 ま った 結 果,バ ス部 門か らの 内部 補 助 が
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増 大 し,借 入 金 と併 せ,地 下 鉄 投 資 は順 調 に行 わ れ た。 さ らに,大 規 模 投 資 に関 して は,政 府 の

元 利 保 証 に よ って 低 利 で の 資 金 調 達 が 可 能 と な り,公 的補 助 な しで ネ ッ トワ ー ク拡 大 を実 現 す る

こ と が で き た 。 公 的 補 助 を 受 け な か っ た こ とは,LPTBの 経 営 の 自主 性 を維 持 す る上 で も有 意

義 で あ った。

BTCの 一 部 門 の 地 位 に置 か れ たLTE(1948-62年)の 場 合 は,必 要 な 投 資 資 金 に つ い て は,

BTCが 運 輸 省 お よ び大 蔵 省 と の折 衝 に よ って 獲 得 した 資 金 の 中 か ら配 分 を 受 け る とい う仕 組 み

で あ った 。 しか し,投 資 の 優 先 順 位 が幹 線 鉄 道 に置 か れ た た め,LTEは 独 自 に政 府 と交 渉 して

資 金 を 確 保 しな け れ ば な らな か った が,LPTB時 代 の ア シ ュ フ ィー ル ド卿 に 匹 敵 す る政 治 力 を

持 った人 物 は 無 く,常 に不 利 な 交 渉 を強 い られ る こ と にな っ た。 ま た,5万 ポ ン ドを超 え る資 本

的 支 出 は全 てBTCの 承 認 を要 す る とい う制 度 的 制 約 が あ り,さ らに は,自 己 資 金 に頼 ろ う に も,

運 賃 改 定 に 対 す る厳 しい制 約 とバ ス部 門 の不 振 が 重 くの しか か って いた 。

LTB(1963-69年)はLPTBと 同様,独 立 の 公 法 人 と して独 立 採 算 が 求 め られ た が,任 命 委

員 会 に よ って 役 員 が任 命 され たLPTBと は異 な り,事 業 活 動 の 多 くの面 で 運 輸 大 臣 の統 制 を受

け る こ とに な る。 必 要 な 外 部 資 金 につ い て も,全 て運 輸 大 臣 か らの 借 入 金 ・(年間 の上 限額 あ り)

に頼 らな け れ ば な らな か った 。 一 方,運 賃 に関 して は,物 価 対 策 の 見 地 か ら値 上 げ が抑 制 され,

自 己 資 金 に よ る投 資 の実 施 を 困 難 に した 。1968年 か らは,イ ン フ ラ に対 す る国 庫 補 助 が 開始 さ

れ るが,や は りそ の 中 心 は 幹 線 鉄 道 に置 か れ た。

最 後 に,ロ ン ドン地 下 鉄 の ぞ あ 後 に 触 れ る と,1970年1月,ロ ン ドンの 地 下 鉄 とバ ス の経 営

は,白 書 『ロ ン ドンの 交 通 』(TransportinLondon)を 受 けて 成 立 した 「1969年 運 輸(ロ ン ド

ン)法 」 に基 づ き,新 設 の ロ ン ドン輸 送 公 社(LondonTransportExecutive;LTE)に 引 き継

が れ た。LTEは,従 来 の ロ ン ドン県 議 会(LCC)に 代 わ っ て1965年4月 に発 足 した地 方 自治 体,

グ レー ダ ー ・ロ ン ドン議 会(GreaterLondonCouncil;GLC)(82>の 管轄 下 に置 ふ れ,こ こ に初 め

て 自治 体 所 有 の 公 企 業 と な った もの で あ る 〔83)。GLCはLTEの 「政 治 上 ・財 政 上 の 主 人 」 で あ

り,LTEの 運 賃 水 準 や サ ー ビ ス水 準 に 関 して 指 示 を 出 す 権 限 を 与 え られ た(8")。GLCに よ る支

配 は,1984年6月,サ ッチ ャー首 相 に よ っ てLTEが 政 府 の 管 轄 下 に移 され た'「再 国有 化 」(re-

nationalisation)の 時 まで 続 く こ とに な る。

ロ ン ドン ・ トラ ンス ポー トがGLCの 管 轄 下 に入 った こ と は,地 下 鉄 経 営 が政 治 家 の直 接 的影

響 下 に置 か れ,地 下 鉄 投 資 も ま た政 治 の 直 接 的 影 響 を 受 け や す くな った こ と を意 味 した ㈲ 。 こ

れ に は功 罪 両 面 が あ り,功 の 面 は,再 選 に必 死 な政 治 家 た ちが 地 下 鉄 に直 接 責 任 を負 う立 場 に な

(82)GLCの 面 積 はLCCの 約5倍 の610平 方 マ イ ル 。 国 勢 調 査 に お い て グ レー ダー ・ロ ン ドンの 定 義 と さ

れ て い た 「首 都 警 察 管 区 」 の 面 積(693平 方 マ イ ル)よ りは若:干 小 さい。

(83)ロ ン ドン旅 客 運輸 地 域(注22参 照)はGLCの 範 囲 に縮 小 さ れ た 。

(84)Barker,p.113.

(85)し か も,GLCの 与 党 は頻 繁 に交 代 し,そ れ に 伴 って ロ ン ドンの 交 通 政 策 も頻 繁 に変 更 され る こ と に

な っ た 。 ち な み に,1970～73年 の 与 党 は 保 守 党,1973～77年 は 労 働 党,1977～81年 は 保 守 党,

1981～86年 は 労 働 党 で あ る。
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り,そ れが投資水準の向上に役立 ったという点である。他方,罪 の面は,政 治家に付き物の 「短

期成果主義」である。交通問題は長期的な取 り組みを必要とする場合が多いにもかかわらず,政

治家たちは再選 されるために必死で,と か く短期的な成果を求めがちだったという点である㈹。

「フェァーズ ・フェア」(FaresFare)(87)を めぐる政治対立に揺れた 「激動の80年 代初頭」を

含むLTE時 代の地下鉄投資問題については,稿 を改めて論ずることにする。
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